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発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン改訂 

新旧対照表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（朱色傍線部分は変更部分） 

   

改　正　（令和８年１月） 現　　行　（最終改正：令和６年１２月） 備　　考

はじめに はじめに 

（略） （略）

１．見積条件の提示等（建設業法第２０条第１項から第４項まで １．見積条件の提示等（建設業法第２０条第４項、第２０条の２）  

及び第６項、第２０条の２）  

 

【建設業法上望ましくない行為事例】  

①受注者が工事の内容に応じた材料費、労務費等の経費につい  

て、数量や単価等の内訳が記載されていない見積書を交付し  

た場合  

②受注者が、法定福利費、安全衛生経費などの必要経費の内訳  

を記載せずに見積書を交付した場合  

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 

③発注者が不明確な工事内容の提示等、曖昧な見積条件により ①発注者が不明確な工事内容の提示等、曖昧な見積条件により

  受注予定者に見積りを依頼した場合 　受注予定者に見積りを依頼した場合

④発注者が受注予定者から工事内容等の見積条件に関する質問 ②発注者が受注予定者から工事内容等の見積条件に関する質問

  を受けた際、発注者が未回答あるいは曖昧な回答をした場合 　を受けた際、発注者が未回答あるいは曖昧な回答をした場合

⑤受注予定者が、発注者から提示された工事内容を適切に施工  

するため、「労務費に関する基準」の内容を踏まえ、技能者に  

適正な賃金を支払うために必要となる適正な労務費を考慮し  

て、労務費が確保された適正な額の見積を行ったにも関わら  

ず、発注者がその内容を尊重せず、通常必要と認められる労  

務費等の額を著しく下回るおそれのある見積りの変更を求め  

た場合  

⑥発注者が、工事代金を低く抑えるため、受注者に対して、一  

方的に当該建設工事を施工するために通常必要と認められる  

材料費等の額を著しく下回るおそれのある見積りの変更を求  
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めた場合  

⑦発注者が、複数の建設業者から提出された見積金額のうち最  

も低い額を一方的に請負代金の額とするため、当該最も低い  

額の見積金額の提出者以外の者に、通常必要と認められる材  

料費等の額を著しく下回るおそれのある見積りの変更を求め  

た場合 【建設業法上違反となる行為事例】 

【建設業法上違反となる行為事例】 ③発注者が予定価格１億円の請負契約を締結しようとする際、

⑧発注者が予定価格１億円の請負契約を締結しようとする際、 　見積期間を１週間として受注予定者に見積りを行わせた場合 

見積期間を１週間として受注予定者に見積りを行わせた場合 ④発注者が地下埋設物による土壌汚染があることを知りながら、

⑨発注者が地下埋設物による土壌汚染があることを知りながら、 　受注予定者にその情報提供を行わず、そのまま見積りを行わ

受注予定者にその情報提供を行わず、そのまま見積りを行わ 　せ、契約した場合

せ、契約した場合

  上記①及び②のケースは建設業法第２０条第１項に照らし合わ   上記①及び②のケースは、いずれも建設業法第２０条第４項に

せて望ましくない行為であり、③及び④のケースは、いずれも同 違反するおそれがあり、③のケースは、同項に違反し、④のケー

条第３項、また⑤から⑦のケースは同条第６項に違反するおそれ スは、同項及び第２０条の２第１項に違反する。

があり、⑧のケースは、同条第３項に違反し、⑨のケースは、同

項及び第２０条の２第１項に違反する。

  建設業法第２０条第３項では、発注者は、建設工事の請負契約   建設業法第２０条第４項では、発注者は、建設工事の請負契約  

 を締結する前に、下記（１）に示す具体的内容を受注予定者に提 を締結する前に、下記（１）に示す具体的内容を受注予定者に提

 示し、その後、受注予定者が当該工事の見積りをするために必要 示し、その後、受注予定者が当該工事の見積りをするために必要

 な一定の期間を設けることが義務付けられている。これは、請負 な一定の期間を設けることが義務付けられている。これは、請負

 契約が適正に締結されるためには、発注者が受注予定者に対し、 契約が適正に締結されるためには、発注者が受注予定者に対し、

 あらかじめ、契約の内容となるべき重要な事項を提示し、適正な あらかじめ、契約の内容となるべき重要な事項を提示し、適正な

 見積期間を設け、見積落し等の問題が生じないよう検討する期間 見積期間を設け、見積落し等の問題が生じないよう検討する期間

 を確保し、受注予定者が請負代金の額の計算その他請負契約の締 を確保し、受注予定者が請負代金の額の計算その他請負契約の締

 結に関する判断を行うことが可能となることが必要であることを 結に関する判断を行うことが可能となることが必要であることを

  踏まえたものである。 踏まえたものである。

　また、発注者及び受注者の双方が、透明性の高い価格交渉に基  

づく適正な請負契約を締結するためには、まずは建設業法第２０  

条第１項を踏まえて、受注者は、工事内容に応じた材料費、労務  

費をはじめとした当該工事の適正な施工に不可欠な経費等が記載  

された見積書の作成に努めることが必要であり、発注者は、受注  
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者から内訳明示された見積書について、同条第４項を踏まえて、  

その内容を考慮するよう努めることが必要である。　  

　さらに、建設業法第２０条第２項では、受注者は通常必要と認  

められる材料費等の額を著しく下回る額による見積りをしてはな

らず、また、発注者は受注者から当該見積書が交付された場合、

建設業法第２０条第６項に基づき通常必要と認められる材料費等

の額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならない。

（１）見積りに当たっては工事の具体的内容を提示することが必 （１）見積りに当たっては工事の具体的内容を提示することが必

　　要 　　要

　建設業法第２０条第３項により、発注者が受注予定者に対して 　建設業法第２０条第４項により、発注者が受注予定者に対して

提示しなければならない具体的内容は、同法第１９条により請負 提示しなければならない具体的内容は、同法第１９条により請負

契約書に記載することが義務付けられている事項（工事内容、工 契約書に記載することが義務付けられている事項（工事内容、工

事着手及び工事完成の時期、工事を施工しない日又は時間帯の定 事着手及び工事完成の時期、工事を施工しない日又は時間帯の定

めをするときはその内容、前金払又は出来形部分に対する支払の めをするときはその内容、前金払又は出来形部分に対する支払の

時期及び方法等（●●ページ「２－１　当初契約」参照））のうち、 時期及び方法等（１２ページ「２－１　当初契約」参照））のうち、

  請負代金の額を除くすべての事項となる。 請負代金の額を除くすべての事項となる。

　見積りを適正に行うという建設業法第２０条第３項の趣旨に照 　見積りを適正に行うという建設業法第２０条第４項の趣旨に照

らすと、例えば、上記のうち「工事内容」に関し、発注者が最低 らすと、例えば、上記のうち「工事内容」に関し、発注者が最低

  限明示すべき事項としては、 限明示すべき事項としては、

　①  工事名称 　①  工事名称

　②  施工場所 　②  施工場所

　③  設計図書（数量等を含む） 　③  設計図書（数量等を含む）

　④  工事の責任施工範囲 　④  工事の責任施工範囲

　⑤  工事の全体工程 　⑤  工事の全体工程

　⑥  見積条件 　⑥  見積条件

　⑦  施工環境、施工制約に関する事項 　⑦  施工環境、施工制約に関する事項

が挙げられ、発注者は、具体的内容が確定していない事項につい が挙げられ、発注者は、具体的内容が確定していない事項につい

てはその旨を明確に示さなければならない。施工条件が確定して てはその旨を明確に示さなければならない。施工条件が確定して

いないなどの正当な理由がないにもかかわらず、発注者が、受注 いないなどの正当な理由がないにもかかわらず、発注者が、受注

予定者に対して、契約までの間に上記事項等に関し具体的な内容 予定者に対して、契約までの間に上記事項等に関し具体的な内容

を提示しない場合には、建設業法第２０条第３項に違反する。 を提示しない場合には、建設業法第２０条第４項に違反する。



- 4 -

（２）（略） （２）（略）

（３）望ましくは、工事の内容を書面等で提示し、作業内容を明 （３）望ましくは、工事の内容を書面で提示し、作業内容を明　

　　確にすること 　確にすること

　発注者が受注予定者に見積りを依頼する際は、受注予定者に対 　発注者が受注予定者に見積りを依頼する際は、受注予定者に対

し工事の具体的な内容について、口頭ではなく、書面又はメール し工事の具体的な内容について、口頭ではなく、書面によりその

等の電磁的方法によりその内容を示すことが望ましい。 内容を示すことが望ましい。 

　また、受注者も発注者から依頼された内容を踏まえ、必要な経 　

費の内訳を明示した見積書を作成し 、発注者から請求があった場

合は、請負契約が成立するまでに交付しなければならない。 

（削除） （４）追加工事又は変更工事（以下「追加工事等」という。）に伴

　　う変更契約等を行う際にも適正な見積り手続きが必要

　工事施工環境の条件と実際の工事現場の状況との乖離等による

追加工事等の発生により当初の契約どおり工事が進行せず、工事

内容に変更が生じ、工期又は請負代金の額に変更が生じる場合に

は、双方の協議による適正な手順により、受注者に対し、追加工

事等の着工前に書面による見積依頼を行うこと。また、当初契約

の見積りと同様、上記（１）～（３）に留意し、見積条件の提示

を行う必要がある。

（４）予定価格の額に応じて一定の見積期間を設けることが必要 （５）予定価格の額に応じて一定の見積期間を設けることが必要

　建設業法第２０条第３項により、発注者は、以下のとおり受注 建設業法第２０条第４項により、発注者は、以下のとおり受注予  

予定者が見積りを行うために必要な一定の期間（下記ア～ウ（建 定者が見積りを行うために必要な一定の期間（下記ア～ウ（建設  

設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第６条））を設けなけ 業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第６条））を設けなけれ  

ればならないこととされている。 ばならないこととされている。  

　ア　工事１件の予定価格が５００万円に満たない工事について 　ア　工事１件の予定価格が５００万円に満たない工事について  

　　は、１日以上 　　は、１日以上  

　イ　工事１件の予定価格が５００万円以上５，０００万円に満 　イ　工事１件の予定価格が５００万円以上５，０００万円に満  

　　たない工事については、１０日以上 　　たない工事については、１０日以上  
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　ウ 工事１件の予定価格が５，０００万円以上の工事につい 　ウ　工事１件の予定価格が５，０００万円以上の工事につい　  

　　ては、１５日以上 　　ては、１５日以上  

   

　上記期間は、受注予定者に対する契約内容の提示から当該契約 　上記期間は、受注予定者に対する契約内容の提示から当該契約  

の締結又は入札までの間に設けなければならない期間である。そ の締結又は入札までの間に設けなければならない期間である。そ  

のため、受注予定者が所定の見積期間満了を待たずに見積書を交 のため、受注予定者が所定の見積期間満了を待たずに見積書を交  

付した場合を除き、例えば、４月１日に契約内容の提示をした場 付した場合を除き、例えば、４月１日に契約内容の提示をした場  

合には、アに該当する場合は４月３日、イに該当する場合は４月 合には、アに該当する場合は４月３日、イに該当する場合は４月  

１２日、ウに該当する場合は４月１７日以降に契約の締結又は入 １２日、ウに該当する場合は４月１７日以降に契約の締結又は入  

札をしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるとき 札をしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるとき  

は、イ及びウの期間は、５日以内に限り短縮することができる。 は、イ及びウの期間は、５日以内に限り短縮することができる。  

　上記の見積期間は、受注予定者が見積りを行うための最短期間 　上記の見積期間は、受注予定者が見積りを行うための最短期間  

であり、より適正な見積が行われるようにするためには、とりわ であり、より適正な見積が行われるようにするためには、とりわ  

け大型工事等において、発注者は、受注予定者に対し、余裕を持 け大型工事等において、発注者は、受注予定者に対し、余裕を持  

った十分な見積期間を設けることが望ましい。 った十分な見積期間を設けることが望ましい。  

　また、上記見積期間については、追加工事等に伴う見積依頼に 　また、上記見積期間については、追加工事等に伴う見積依頼に  

おいても同様に適用されるため、留意すること。 おいても同様に適用されるため、留意すること。  

  なお、国が一般競争入札により発注する公共工事については、   なお、国が一般競争入札により発注する公共工事については、  

予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７４条の規 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７４条の規  

定により入札期日の前日から起算して少なくとも１０日前（急を 定により入札期日の前日から起算して少なくとも１０日前（急を  

要する場合には５日までに短縮可能）に公告しなければならない 要する場合には５日までに短縮可能）に公告しなければならない  

とされており、この期間が上記ア～ウの見積期間とみなされる。 とされており、この期間が上記ア～ウの見積期間とみなされる。  

 

（５）受注者は材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費など、 （新設）  
それぞれの内訳を明示した見積書を作成し、発注者はその見

積書の内容を考慮するよう努めることが必要

　建設業法第２０条第１項を踏まえ、受注者は見積書の作成にお  

いて、次に掲げる事項を内訳などとして最低限明示するように努  

めなければならない  

  

　①材料費（発注者が支給する場合はその旨を記載する）  

　②労務費  

　③法定福利費（事業主負担分）  
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　④安全衛生経費  

　⑤建設業退職金共済掛金  

　⑥必要となる作業日数  

  

　発注者は受注者が建設業法第２０条第１項を踏まえて内訳明示

した見積書について、同条第４項を踏まえ、その内容を考慮する

よう努めなければならない。

（６）通常必要と認められる材料費等の額や工期を著しく下回る （新設）  
見積書の提出及び変更依頼とならないよう、適正な見積のや

りとりが必要

  建設業法第２０条第２項及び第６項の「通常必要と認められる  

材料費等の額」とは、工事の施工場所の地域性、工事の具体的内  

容等を総合的に勘案して通常当該建設工事に必要と認められる材  

料費等の額をいい、そのうち労務費については、建設工事におい  

て適正な労務費を確保するための基準として中央建設業審議会よ  

り勧告された「労務費に関する基準」（令和７年１１月中央建設業  

審議会勧告。以下「労務費基準」という。）が指標となる。  

　  

　通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るか否かは、  

通常必要と認められる材料費等の額と当該工事で見積もられた材  

料費等の額との乖離状況等とその理由や、発注者と受注者の協議  

状況などを総合的に勘案したうえで、個別に判断されることとな  

る。  

　例えば、労務費については、適正な労務費と当該工事の労務費、  

さらにそれぞれの労務単価等に基づき、その乖離状況等を踏まえ  

判断されることとなる。具体的には、当該工事における労務費や  

労務単価等が、各地域において建設技能労働者を適切に処遇する  

ために必要な労務費や労務単価等と著しく乖離するものになって  

いないかや、著しく乖離している場合の理由、発注者と受注者の  

協議状況などを総合的に勘案し、通常必要と認められる労務費の  

額を著しく下回るか否かを個別に判断することとなる。  

　また、当該工事における労務費や労務単価等が最低賃金を下回  
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る程の低い額となっている場合は、通常必要と認められる労務費  

と比べて著しい乖離状況と当然判断されるものである。  

　なお、建設業法第２０条の「工事の工程ごとの作業及びその準  

備に必要な日数」については、受注者は「工期に関する基準」（令  

和２年７月中央建設業審議会勧告。以下「工期基準」という。）に  

おいて、工期設定にあたり考慮すべき事項とされている建設業の  

担い手一人ひとりの週休２日や猛暑日をはじめとする自然要因等  

を踏まえ、作業日数を見積る必要がある。また、建設業法第２０  

条第４項に基づき、発注者は受注者が「工期基準」等を踏まえた  

見積りを考慮するよう努めなければならない。  

　特に近年の酷暑に鑑み、上記に従い受注者は、猛暑日を考慮し  

て必要な作業日数を見積り、また、発注者はこれを考慮するよう

努めなければならないことに留意する必要がある。

（７）追加工事又は変更工事（以下「追加工事等」という。）に伴 （新設）

　　う変更契約等を行う際にも適正な見積り手続きが必要

　工事施工環境の条件と実際の工事現場の状況との乖離等による

追加工事等の発生により当初の契約どおり工事が進行せず、工事

内容に変更が生じ、工期又は請負代金の額に変更が生じる場合に

は、双方の協議による適正な手順により、受注者に対し、追加工

事等の着工前に書面又はメール等の電磁的方法による見積依頼を

行うこと。また、当初契約の見積りと同様、上記（１）～（６）

に留意し、見積条件の提示を行う必要がある。

２－１　当初契約（建設業法第１８条、第１９条第１項、第１９ ２－１　当初契約（建設業法第１８条、第１９条第１項、第１９

条の３第１項、第２０条第１項及び第２０条の２第４項） 条の３、第２０条第１項及び第２０条の２第４項）

（１）契約は工事の着工前に書面により行うことが必要 （１）契約は工事の着工前に書面により行うことが必要

　建設工事の請負契約の当事者である発注者と受注者は、対等な    建設工事の請負契約の当事者である発注者と受注者は、対等な

 立場で契約すべきであり、建設業法第１９条第１項により定めら 立場で契約すべきであり、建設業法第１９条第１項により定めら

 れた下記（２）の①から⑮までの１５の事項を書面に記載し、署 れた下記（２）の①から⑮までの１５の事項を書面に記載し、署

 名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととなっ 名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととなっ
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   ている。 ている。

　ただし、「注文書及び請書による契約の締結について」（平成 12   

年 6 月 29 日建設省経建発第 132 号　最終改定　令和 7 年 9 月 30  

日国不建第 81 号）において示している、次に掲げる（ア）から（ウ） 

の全ての要件を満たすときは、注文書及び請書への署名又は記名  

押印は必ずしも必要としない（契約金額や工期等を勘案して、注  

文者  及び請負者  の双方の合意に基づき、署名又は記名押印す  

ることを妨げるものではない）。  

（ア）注文者が、消費者契約法（平成 12 年法律第 61 号）第２条  

　　　第１項に規定する「消費者」でないこと。  

（イ）基本契約書の締結時に、注文者及び請負者が、本ガイドラ  

　　　インで示している考え方に従い、対等なパートナーシップ  

　　　に基づく関係にあることを相互に確認すること。  

（ウ）基本契約書の締結時に、注文者及び請負者が、両者の間に  

　　　おいて反復継続的な取引実績が蓄積されていることを相互  

　　　に確認すること。  

　なお、上記の要件を全て満たした上で、電磁的措置を用いて注  

文書及び請書を相互に交付する場合においても、建設業法第１９  

条第３項の規定が適用されることに留意すること。  

　契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除 　契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除

き、原則として工事の着工前に行わなければならない。 き、原則として工事の着工前に行わなければならない。

（２）（略） （２）（略）

（３）電子契約によることも可能 （３）電子契約によることも可能

　書面契約に代えて、ＣＩ－ＮＥＴ等による電子契約も認められ   書面契約に代えて、電子契約も認められる。その場合でも、（２）

る。また、契約当事者間の紛争を防止する等安全な電子商取引の ①～⑮の事項を記載しなければならない。 

実現を図るとともに、建設業全体の生産性を高め、もって建設業

の健全な発達を促進する観点から、「電磁的措置による建設工事の

請負契約の締結に係るガイドライン（令和７年９月３０日、国土

交通省）」が策定されており、電子契約を行う場合に参照すること。

　なお、電子契約の場合でも上記（２）の①～⑮の事項を記載し

なければならない。
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（４）、（５）（略） （４）、（５）（略）

（６）契約後に工期や請負代金に影響を及ぼす事象が発生した場 （６）契約後に工期や請負代金に影響を及ぼす事象が発生した場

　　合の変更協議 　　合の変更協議

　受注者から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若 　受注者から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若  

しくは一部の中止の申出があった場合の工期や請負代金の額の変 しくは一部の中止の申出があった場合の工期や請負代金の額の変  

更については、建設業法第１９条第１項第６号の規定に基づく契 更については、建設業法第１９条第１項第６号の規定に基づく契  

約書上の定めに従って、また、契約後の予期せぬ天災その他不可 約書上の定めに従って、また、契約後の予期せぬ天災その他不可  

抗力による工期の変更又は損害の負担は、同項第７号の規定に基 抗力による工期の変更又は損害の負担は、同項第７号の規定に基  

づく契約書上の定めに従って、さらに、資材価格等の変動又は変 づく契約書上の定めに従って、さらに、資材価格等の変動又は変  

更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更は、同項第８ 更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更は、同項第８  

号の規定に基づく契約書上の定めに従って、それぞれ適切に協議 号の規定に基づく契約書上の定めに従って、それぞれ適切に協議  

を行う必要がある。 を行う必要がある。  

　すなわち、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象であって 　すなわち、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象であって  

建設業法第２０条の２第２項により事前に受注者から発注者に通 建設業法第２０条の２第２項により事前に受注者から発注者に通  

知していないものが契約締結後に生じた場合であっても、通知さ 知していないものが契約締結後に生じた場合であっても、通知さ  

れていなかったことのみをもって発注者が受注者から申し出られ れていなかったことのみをもって発注者が受注者から申し出られ  

た契約変更協議を拒む理由にはならず、（７）に準じて誠実に協議 た契約変更協議を拒む理由にはならず、（７）に準じて誠実に協議  

に応じることが求められる。 に応じることが求められる。  

　よって、受注者においても、同項による事前の通知とは別途、 　よって、受注者においても、同項による事前の通知とは別途、  

契約締結後に判明した事象により契約内容を変更する可能性があ 契約締結後に判明した事象により契約内容を変更する可能性があ  

る場合には、変更の可能性が生じてからなるべく早い時期に発注 る場合には、変更の可能性が生じてからなるべく早い時期に発注  

者にその旨を通知しておくことが望ましい。 者にその旨を通知しておくことが望ましい。  

　このような留意点について、発注者及び受注者は、「労務費の適 　このような留意点について、発注者及び受注者は、「労務費の適  

切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（令和５年１１月２９日 切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（令和５年１１月２９日  

内閣官房・公正取引委員会。以下「労務費転嫁指針」という。）を 付け、内閣官房、公正取引委員会）を踏まえて対応すべきである。  

踏まえて対応すべきである。 　  

　例えば、協議に当たっては、公的主体などにより作成・更新さ   

れた一定の客観性を有する統計資料について受注者から提出があ   

った場合には、これらを考慮して協議を行うことが求められる。   

　また、資材業者の記者発表又は下請業者や資材業者から提出さ   

れた、現時点及び過去の同種工事における見積書など現時点の資   
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材価格と過去時点の同種工事における資材価格とを比較した資料   

等について受注者から提出があった場合には、これらも考慮して   

協議を行うことが望ましい。   

　なお、協議開始の遅延等により変更協議が長期化した場合には、 　なお、協議開始の遅延等により変更協議が長期化した場合には、  

必要に応じて工期見直し等を行うことが求められる。 必要に応じて工期見直し等を行うことが求められる。

（７）法第２０条の２第２項に基づき契約前に受注予定者から発 （７）法第２０条の２第２項に基づき契約前に受注予定者から発

　　注者に通知した事象が実際に発生した場合の変更協議 　　注者に通知した事象が実際に発生した場合の変更協議

　建設業法第２０条の２第３項により、１．（２）イ①・②が顕在 　建設業法第２０条の２第３項により、１．（２）イ①・②が顕在  

化した場合にはそれを受けた請負契約の変更協議を受注者から発 化した場合にはそれを受けた請負契約の変更協議を受注者から発  

注者に対して申し出ることができるとされ、同条第４項により、 注者に対して申し出ることができるとされ、同条第４項により、  

発注者は当該協議に対して誠実に応じるよう努めなければならな 発注者は当該協議に対して誠実に応じるよう努めなければならな  

いこととされている。 いこととされている。  

　受注者から申し出られた契約の変更協議は、契約変更の必要性 　受注者から申し出られた契約の変更協議は、契約変更の必要性  

や変更の内容、変更すべきとする根拠について十分に協議を行う や変更の内容、変更すべきとする根拠について十分に協議を行う  

ため、発注者はまずは協議のテーブルについたうえで、変更の可 ため、発注者はまずは協議のテーブルについたうえで、変更の可  

否について受注者に説明する必要がある。したがって、受注者か 否について受注者に説明する必要がある。したがって、受注者か  

ら申し出られた契約の変更協議の開始自体を正当な理由なく拒絶 ら申し出られた契約の変更協議の開始自体を正当な理由なく拒絶  

することのほか、申し出後に合理的な期間以上に協議開始をあえ することのほか、申し出後に合理的な期間以上に協議開始をあえ  

て遅延させることや、協議の場において一方的に受注者の主張を て遅延させることや、協議の場において一方的に受注者の主張を  

否定したり、十分に当該主張を聞き取ることなく一方的に発注者 否定したり、十分に当該主張を聞き取ることなく一方的に発注者  

の主張のみを伝えて協議を打ち切ること等は、誠実に協議に応じ の主張のみを伝えて協議を打ち切ること等は、誠実に協議に応じ  

るよう努めなければならないことを定める建設業法第２０条の２ るよう努めなければならないことを定める建設業法第２０条の２  

第４項の趣旨に反するものである。 第４項の趣旨に反するものである。  

　このような留意点について、発注者及び受注者は、労務費転嫁 　このような留意点について、発注者及び受注者は、「労務費の適  

指針を踏まえて対応すべきである。 切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（令和５年１１月２９日  

　 付け、内閣官房、公正取引委員会）を踏まえて対応すべきである。  

　例えば、協議に当たっては、公的主体などにより作成・更新さ   

れた一定の客観性を有する統計資料について受注者から提出があ   

った場合には、これらを考慮して協議を行うことが求められる。   

　また、資材業者の記者発表又は下請業者や資材業者から提出さ   

れた、現時点及び過去の同種工事における見積書など現時点の資   

材価格と過去時点の同種工事における資材価格とを比較した資料   



- 11 -

等について受注者から提出があった場合には、これらも考慮して   

協議を行うことが望ましい。  

　なお、協議開始の遅延等により変更協議が長期化した場合には、 　なお、協議開始の遅延等により変更協議が長期化した場合には、

必要に応じて工期見直し等を行うことが求められる。 必要に応じて工期見直し等を行うことが求められる。

■公共工事における取り扱いについて ■公共工事における取り扱いについて 

　公共工事において１．（２）イ①・②の情報は、落札者決定後か 　公共工事において１．（２）イ①・②の情報は、落札者決定後か

ら契約締結まで（随意契約においては、契約予定者決定後から契 ら契約締結まで（随意契約においては、契約予定者決定後から契

約締結まで）に通知すべきものとする。 約締結まで）に通知すべきものとする。 

　なお、公共工事において、当該情報は参考とする情報として取 　なお、公共工事において、当該情報は参考とする情報として取

り扱われるものである。すなわち、入札自体は発注者が示す条件 り扱われるものである。すなわち、入札自体は発注者が示す条件

に沿って行われるものであるため、当該情報が予定価格を含む入 に沿って行われるものであるため、当該情報が予定価格を含む入

札の条件や請負代金を含む契約（変更契約を含む。）の内容に影響 札の条件や請負代金を含む契約（変更契約を含む。）の内容に影響

を与えるものではないことに留意が必要である。また、当該情報 を与えるものではないことに留意が必要である。また、当該情報

に係る事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第２０条 に係る事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第２０条

の２第３項により、請負契約の変更についての協議を受注者から の２第３項により、請負契約の変更についての協議を受注者から

発注者に対して申し出ることができるが、当該協議について、公 発注者に対して申し出ることができるが、当該協議について、公

共工事においては、公共工事標準請負契約約款に沿った請負契約 共工事においては、公共工事標準請負契約約款に沿った請負契約

及び各発注者が定めるその運用基準に基づき協議の対応を行うこ 及び各発注者が定めるその運用基準に基づき協議の対応を行うこ

とが原則であることに留意が必要である。 とが原則であることに留意が必要である。 

　さらに、公共工事においては、設計図書と工事施工環境の乖離 　さらに、公共工事においては、設計図書と工事施工環境の乖離

等について疑念があればあらかじめ「仕様書等に対する質問書」 等について疑念があればあらかじめ「仕様書等に対する質問書」

等の質問の機会において発注者に対し質問しておき、契約後は、 等の質問の機会において発注者に対し質問しておき、契約後は、

公共工事標準請負契約約款に沿った請負契約の定めに従った設計 公共工事標準請負契約約款に沿った請負契約の定めに従った設計

変更等の協議にて対応すべきものである。このため、公共工事に 変更等の協議にて対応すべきものである。このため、公共工事に

おいては、発注者は、当該質問の機会を設けるとともに、適切に おいては、発注者は、当該質問の機会を設けるとともに、適切に

設計変更等の協議をすべきである。 設計変更等の協議をすべきである。 

　なお、公共工事においても、当該情報に係る事象が契約締結後 　なお、公共工事においても、当該情報に係る事象が契約締結後

に顕在化した場合は、建設業法第２０条の２第３項により、請負 に顕在化した場合は、建設業法第２０条の２第３項により、請負

契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出る 契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出る

ことができる。また、公共工事においては、改正法による改正後 ことができる。また、公共工事においては、改正法による改正後

の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１ の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１

２年法律第１２７号。以下「入契法」という。）第１３条第２項に ２年法律第１２７号。以下「入契法」という。）第１３条第２項に

より、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行 より、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行
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規則（令和６年国土交通省令第１０５号）第１条に規定する事象 規則（令和６年国土交通省令第１０５号）第１条に規定する事象

（主要な資機材の供給の不足又は資機材の価格の高騰及び労務の （主要な資機材の供給の不足又は資機材の価格の高騰及び労務の

供給の不足又は価格の高騰）が発生した場合に受注者が請負契約 供給の不足又は価格の高騰）が発生した場合に受注者が請負契約

の内容の変更について協議を申し出たときは、その公共工事を発 の内容の変更について協議を申し出たときは、その公共工事を発

注した各省各庁の長等は誠実に協議に応じなければならないとさ 注した各省各庁の長等は誠実に協議に応じなければならないとさ

れている。 れている。 

　これらの協議について、公共工事においては、公共工事標準請 　これらの協議について、公共工事においては、公共工事標準請

負契約約款に沿った請負契約及び各発注者が定めるその運用基準 負契約約款に沿った請負契約及び各発注者が定めるその運用基準

に基づき協議の対応を行うことが原則であり、建設業法及び入契 に基づき協議の対応を行うことが原則であり、建設業法及び入契

法の趣旨も踏まえて当該請負契約等に基づく対応を適切に行うこ 法の趣旨も踏まえて当該請負契約等に基づく対応を適切に行うこ

とをもって、誠実な協議とされるものである。 とをもって、誠実な協議とされるものである。 

（８）受注者に過度な義務や負担を課す片務的な内容による契約 （８）受注者に過度な義務や負担を課す片務的な内容による契約

　　を行わないことが必要 　　を行わないことが必要 

　建設業法第１８条においては、「建設工事の請負契約の当事者は、　建設業法第１８条においては、「建設工事の請負契約の当事者は、

各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、 各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、

信義に従って誠実にこれを履行しなければならない」と規定して 信義に従って誠実にこれを履行しなければならない」と規定して

いる。建設工事の請負契約の締結に当たっては、同条の趣旨を踏 いる。建設工事の請負契約の締結に当たっては、同条の趣旨を踏

まえ、公共工事については、中央建設業審議会が作成する公共工 まえ、公共工事については、中央建設業審議会が作成する公共工

事標準請負契約約款（以下「公共約款」という。）に沿った契約が 事標準請負契約約款（以下「公共約款」という。）に沿った契約が

締結されている。民間工事においても、同審議会が作成する民間 締結されている。民間工事においても、同審議会が作成する民間

工事標準請負契約約款又はこれに沿った内容の約款※（以下「民 工事標準請負契約約款又はこれに沿った内容の約款※（以下「民

間約款等」という。）に沿った内容の契約書による契約を締結する 間約款等」という。）に沿った内容の契約書による契約を締結する

ことが基本である。 ことが基本である。 

　※民間約款に沿った内容の約款として、民間（七会）連合協　 　※民間約款に沿った内容の約款として、民間（七会）連合協定

　　定工事請負契約約款がある。 　　工事請負契約約款がある。 

　民間工事の中には、民間約款等を大幅に修正した契約が締結さ 　民間工事の中には、民間約款等を大幅に修正した契約が締結さ

れており、その修正内容が受注者に過大な義務を課す等、次のよ れており、その修正内容が受注者に過大な義務を課す等、次のよ

うな片務的な内容となっている場合がある。 うな片務的な内容となっている場合がある。

　①　工期や請負代金の額の変更に関する条項が削除されている 　①　工期や請負代金の額の変更に関する条項が削除されている

　　あるいはこれらの変更を認めない旨の条項に書き換えられて 　　あるいはこれらの変更を認めない旨の条項に書き換えられて

　　いる 　　いる 
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　②　発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害について　 　②　発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害について　

　　も、受注者に負担させること 　　も、受注者に負担させること 

　③　工事の施工に伴い通常避けることができない騒音等の第三 　③　工事の施工に伴い通常避けることができない騒音等の第三

　　者への損害についても、受注者に負担させること 　　者への損害についても、受注者に負担させること 

　④　例えば、民法（明治２９年法律第８９号）や住宅の品質確 　④　例えば、民法（明治２９年法律第８９号）や住宅の品質確

　　保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）に定め 　　保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）に定め

　　る期間を大幅に超えて、長期間の瑕疵担保期間を設けること 　　る期間を大幅に超えて、長期間の瑕疵担保期間を設けること 

　⑤　過度なアフターサービス、例えば、経年劣化等に起因する 　⑤　過度なアフターサービス、例えば、経年劣化等に起因する

　　不具合についてのアフターサービスなどを受注者に負担させ 　　不具合についてのアフターサービスなどを受注者に負担させ

　　ること 　　ること

　また、契約外の事項である次のような業務を発注者が求めるこ 　また、契約外の事項である次のような業務を発注者が求めるこ

とも片務的な行為に該当すると考えられる。 とも片務的な行為に該当すると考えられる。

　⑥　販売促進への協力など、工事請負契約の内容にない業務を 　⑥　販売促進への協力など、工事請負契約の内容にない業務を

　　受注者に無償で求めること 　　受注者に無償で求めること 

　⑦　設計図書と工事現場の状況が異なっていた場合に、設計変 　⑦　設計図書と工事現場の状況が異なっていた場合に、設計変

　　更の作業を受注者に無償で協力させること 　　更の作業を受注者に無償で協力させること 

  

　このような、受注者に過度な義務や負担を課すなど、片務的な 　このような、受注者に過度な義務や負担を課すなど、片務的な

内容による契約や契約外の行為をさせることは、結果として建設 内容による契約や契約外の行為をさせることは、結果として建設

業法第１９条の３第１項により禁止される不当に低い請負代金（● 業法第１９条の３により禁止される不当に低い請負代金（２７ペ

●ページ「４．不当に低い発注金額」参照）による契約となる可 ージ「４．不当に低い発注金額」参照）による契約となる可能性

能性があり、厳に慎むべきである。 があり、厳に慎むべきである。

（９）（略） （９）（略）

２－２、２－３　（略） ２－２、２－３　（略）

３．著しく短い工期の禁止（建設業法第１９条の５第１項及び第 ３．著しく短い工期の禁止（建設業法第１９条の５）

　２項）

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 

①発注者が、早期の引渡しを受けるため、受注予定者に対して、 ①発注者が、早期の引渡しを受けるため、受注予定者に対して、



- 14 -

　一方的に当該建設工事を施工するために通常よりもかなり短 　一方的に当該建設工事を施工するために通常よりもかなり短

　い期間を示し、当該期間を工期とする請負契約を締結した場 　い期間を示し、当該期間を工期とする請負契約を締結した場

　合 　合 

②発注者が、「工期に関する基準」の内容を考慮することなく、 ②発注者が、「工期に関する基準」の内容を考慮することなく、

　複数の受注予定者から提示された工期の見積りのうち、最も 　複数の受注予定者から提示された工期の見積りのうち、最も

　期間が短いものを一方的に工期として決定し、通常よりもか 　期間が短いものを一方的に工期として決定し、通常よりもか

　なり短い期間を工期とする請負契約を締結した場合 　なり短い期間を工期とする請負契約を締結した場合 

③受注予定者が、発注者から提示された工事内容を適切に施工 ③受注予定者が、発注者から提示された工事内容を適切に施工

　するため、「工期に関する基準」の内容を踏まえ、猛暑日など 　するため、「工期に関する基準」の内容を踏まえ、猛暑日など

　の不稼働日や建設工事に従事する者の休日等を考慮して、適 　の不稼働日や建設工事に従事する者の休日等を考慮して、適

　切な工期の見積りを行ったにも関わらず、発注者がその内容 　切な工期の見積りを行ったにも関わらず、発注者がその内容

　を尊重せず、それよりもかなり短い期間を工期とする請負契 　を尊重せず、それよりもかなり短い期間を工期とする請負契

　約を締結した場合 　約を締結した場合 

④受注者の責めに帰さない理由により、当初の請負契約におい ④受注者の責めに帰さない理由により、当初の請負契約におい

　て定めた工期を変更する際、当該変更後の工事を施工するた 　て定めた工期を変更する際、当該変更後の工事を施工するた

　めに通常よりもかなり短い期間を工期とする請負契約を締結 　めに通常よりもかなり短い期間を工期とする請負契約を締結

　した場合 　した場合 

⑤発注者が設計変更や追加工事を依頼したあるいは発注者にお ⑤発注者が設計変更や追加工事を依頼したあるいは発注者にお

　いて設計図面の承認が遅れたなど、受注者の責めに帰さない 　いて設計図面の承認が遅れたなど、受注者の責めに帰さない

　理由により、工期に不足が生じることになったにもかかわら 　理由により、工期に不足が生じることになったにもかかわら

　ず、必要な工期の変更あるいは人員増を認めなかった結果、 　ず、必要な工期の変更あるいは人員増を認めなかった結果、

　通常よりもかなり短い工期となった場合 　通常よりもかなり短い工期となった場合 

⑥請負契約締結前に受注予定者が工期に影響を及ぼす事象に関 ⑥請負契約締結前に受注予定者が工期に影響を及ぼす事象に関

する情報の通知を行い、その後、その事象が発生した又は当 　する情報の通知を行い、その後、その事象が発生した又は当

該通知をしていなかったものの請負契約締結後に工期に影響 　該通知をしていなかったものの請負契約締結後に工期に影響

を及ぼす事象が発生したため変更の協議を申し出たが、発注 　を及ぼす事象が発生したため変更の協議を申し出たが、発注

者が一方的に協議に応じなかった結果、通常よりもかなり短 　者が一方的に協議に応じなかった結果、通常よりもかなり短

い工期となった場合 　い工期となった場合 

【建設業法上違反となる行為事例】 【建設業法上違反となる行為事例】 

⑦当該建設工事に従事する者が時間外労働の上限規制に抵触す ⑦発注者が、当該建設工事に従事する者が時間外労働の上限規

　るような長時間労働により施工することを前提とした短い期 　制に抵触するような長時間労働により施工することを前提と

　間を工期とする請負契約を締結した場合 　した短い期間を工期とする請負契約を締結した場合

  上記①から⑥のケースは、建設業法第１９条の５第１項に違反   上記①から⑥のケースは、建設業法第１９条の５に違反するお
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するおそれがある。また、⑦のケースは建設業法第１９条の５第 それがある。また、⑦のケースは建設業法第１９条の５に違反す

１項または第２項に違反する。 る。

（１）（略） （１）（略）

（２）「通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間」とは、（２）「通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間」とは、  

「工期に関する基準」等に照らして不適正に短く設定された期間 「工期に関する基準」等に照らして不適正に短く設定された期間  

   

　建設業法第１９条の５の「通常必要と認められる期間に比して 　 建設業法第１９条の５の「通常必要と認められる期間に比して  

著しく短い期間」とは、単に定量的に短い期間を指すのではなく、 著しく短い期間」とは、単に定量的に短い期間を指すのではなく、  

「工期基準」等に照らして不適正に短く設定された期間をいう。「工「工期基準」等に照らして不適正に短く設定された期間をいう。「工  

期基準」では、工期設定において発注者と受注者が果たすべき責 期基準」では、工期設定において発注者と受注者が果たすべき責  

務として、受注者の建設工事の適正な工期見積りの提出及び発注 務として、受注者の建設工事の適正な工期見積りの提出及び発注  

者の適正な工期の見積りの尊重、請負契約の締結に際しての受発 者の適正な工期の見積りの尊重、請負契約の締結に際しての受発  

注者間での適正な工期の設定などが求められている。したがって、 注者間での適正な工期の設定などが求められている。したがって、  

建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著 建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著  

しく短い期間の工期（以下「著しく短い工期」という。）であるか しく短い期間の工期（以下「著しく短い工期」という。）であるか  

の具体的な判断については、請負契約毎に、「工期基準」等を踏ま の具体的な判断については、請負契約毎に、「工期基準」等を踏ま  

え、同基準により工期設定において果たすことが求められている え、同基準により工期設定において果たすことが求められている  

受発注者の責務の遂行状況、当該工期を前提として請負契約を締 受発注者の責務の遂行状況、当該工期を前提として請負契約を締  

結した事情、受注者が「著しく短い工期」と認識する考え方、発 結した事情、受注者が「著しく短い工期」と認識する考え方、発  

注者の工期に関する考え方、過去の同種類似工事の実績、賃金台 注者の工期に関する考え方、過去の同種類似工事の実績、賃金台  

帳等をもとに、 帳等をもとに、  

  ①契約締結された工期が、「工期基準」で示された内容を踏まえ   ①契約締結された工期が、「工期基準」で示された内容を踏まえ  

　　ていないために短くなり、それによって、受注者が違法な長 　　ていないために短くなり、それによって、受注者が違法な長  

　　時間労働などの不適正な状態で当該建設工事を施工すること 　　時間労働などの不適正な状態で当該建設工事を施工すること  

　　となっていないか 　　となっていないか  

　②契約締結された工期が、過去の同種類似工事の工期と比較し 　②契約締結された工期が、過去の同種類似工事の工期と比較し  

　　て短い場合、工期が短くなることによって、受注者が違法な 　　て短い場合、工期が短くなることによって、受注者が違法な  

　　長時間労働などの不適正な状態で当該建設工事を施工するこ 　　長時間労働などの不適正な状態で当該建設工事を施工するこ  

　　ととなっていないか 　　ととなっていないか  

　③契約締結された工期が、受注者が見積書で示した工期と比較 　③契約締結された工期が、受注者が見積書で示した工期と比較  

　　して短い場合、工期が短くなることによって、受注者が違法 　　して短い場合、工期が短くなることによって、受注者が違法  

　　な長時間労働などの不適正な状態で当該建設工事を施工する 　　な長時間労働などの不適正な状態で当該建設工事を施工する  
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　　こととなっていないか 　　こととなっていないか  

　等を総合的に勘案したうえで、個別に判断されることとなる。 等を総合的に勘案したうえで、個別に判断されることとなる。  

 　また、建設業については、労働基準法上、いわゆる３６協定で  

 定める時間外労働の限度に関する基準（限度基準告示）の適用対  

 象外とされていたが、第１９６回国会（常会）で成立した「働き  

 方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（平成３０  

 年法律第７１号）による改正後の労働基準法において、労使協定  

 を結ぶ場合でも上回ることのできない時間外労働の上限について  

 法律に定めたうえで、違反について罰則を科すこととされ、令和  

 ６年４月１日から、建設業についても、この一般則（以下「時間  

 外労働規制」という。）が適用された。  

　このため、発注者と受注者は、双方合意の上で設定した工期が、 　このため、発注者と受注者は、双方合意の上で設定した工期が、   
それ以降の下請契約に係る工期設定の前提となり、そのしわ寄せ それ以降の下請契約に係る工期設定の前提となり、そのしわ寄せ  

は必ずその受注者ひいてはサプライチェーン全体に及ぶこととな は必ずその受注者ひいてはサプライチェーン全体に及ぶこととな  

ることを十分に認識した上で、時間外労働規制に抵触することが ることを十分に認識した上で、時間外労働規制に抵触することが  

ないよう、発注者は建設業の担い手一人ひとりの週休２日などの ないよう、受注者においては時間外労働規制を遵守した適正な工  

休日の確保など、工期に関する基準の考慮すべき事項を踏まえた 期による見積りを提出するよう努めるとともに、発注者において  

見積依頼を行い、受注者においては時間外労働規制を遵守した適 は受注者から当該見積りが提出された場合には、内容を確認し尊  

正な工期による見積りを提出するよう努めるとともに、発注者に 重する必要があることに留意しなければならない。  

おいては受注者から当該見積りが提出された場合には、内容を確 　  

   認し尊重する必要があることに留意しなければならない。

　なお、時間外労働規制を上回る違法な時間外労働時間を前提と 　なお、時間外労働規制を上回る違法な時間外労働時間を前提と

して設定される工期は、例え、発注者と受注者との間で合意して して設定される工期は、例え、発注者と受注者との間で合意して

いる場合であっても、「著しく短い工期」であると判断され、発注 いる場合であっても、「著しく短い工期」であると判断される。 

者と受注者のそれぞれが建設業法第１９条の５第１項及び第２項 　 

に違反するおそれがある。  

　猛暑日の不稼働を適切に考慮した適正な工期を設定する必要が  

ある。さらに、猛暑日の不稼働については、熱中症対策にも十分  

留意のうえ、発注者と受注者の双方で十分に協議して、柔軟な労  

働時間や余裕のある工期設定に努めることが望ましい。 　 

　また、建設業法第１９条の６において、国土交通大臣又は都道 　また、建設業法第１９条の６において、国土交通大臣又は都道

府県知事は、発注者が同法第１９条の５第１項の規定に違反して 府県知事は、発注者が同法第１９条の５の規定に違反している事

いる事実があり、特に必要があると認めるときは、当該発注者に 実があり、特に必要があると認めるときは、当該発注者に対して

対して必要な勧告をすることができ、発注者がその勧告に従わな 必要な勧告をすることができ、発注者がその勧告に従わないとき
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いときは、その旨を公表することができると規定している。 は、その旨を公表することができると規定している。

（３）建設業法第１９条の５第１項及び第２項は契約変更にも （３）建設業法第１９条の５は契約変更にも適用

　　適用

　建設業法第１９条の５により禁止される行為は、当初契約の締 　建設業法第１９条の５により禁止される行為は、当初契約の締

結に際して、著しく短い工期を設定することに限られない。例え 結に際して、著しく短い工期を設定することに限られない。例え

ば、契約締結後に生じた受注者の責めに帰さない理由により、当 ば、契約締結後に生じた受注者の責めに帰さない理由により、当

初の契約どおり工事が進行しなかったり工事内容に変更が生じた 初の契約どおり工事が進行しなかったり工事内容に変更が生じた

ために工期を変更する必要があるにもかかわらず変更しない、あ ために工期を変更する必要があるにもかかわらず変更しない、あ

るいは、変更後の工事を施工するために通常必要と認められる期 るいは、変更後の工事を施工するために通常必要と認められる期

間に比して著しく短い工期を新たに設定することや、受注者が建 間に比して著しく短い工期を新たに設定することや、受注者が建

設業法第２０条の２第３項に基づき工期の変更の協議を申し出た 設業法第２０条の２第３項に基づき工期の変更の協議を申し出た 

にもかかわらず、発注者が一方的に協議に応じず、変更後の工事 にもかかわらず、発注者が一方的に協議に応じず、変更後の工事

を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い

工期を押し付けること等も該当する。 工期を押し付けること等も該当する。 

　なお、工期の変更時に紛争が生じやすいため、紛争の未然防止 　なお、工期の変更時に紛争が生じやすいため、紛争の未然防止

の観点から、当初契約の締結の際、公共工事については公共約款 の観点から、当初契約の締結の際、公共工事については公共約款

第２１条の規定（発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、 第２１条の規定（発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、

この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保 この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保

されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難である されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難である

と見込まれる日数等を考慮しなければならない。）、民間工事につ と見込まれる日数等を考慮しなければならない。）、民間工事につ

いては民間工事標準請負契約約款（甲）第２９条の規定（発注者 いては民間工事標準請負契約約款（甲）第２９条の規定（発注者

は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工す は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工す

るために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間とし るために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間とし

てはならない。）を明記しておくことが重要である。 てはならない。）を明記しておくことが重要である。

（４）受注者は自ら通常必要と認められる期間に比して著しく短 （新設）  

い期間を工期とする請負契約の締結とならないことが必要  

 

　受注者が、自ら著しく短い期間を工期とする請負契約を締結し、  

さらにその受注者から下請が行われた場合、下請負人にも著しく  

短い工期による工事を求める蓋然性が高くなり、建設業の重層下  

請構造全体の中で著しく短い工期による請負契約の締結が連鎖的  
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に行われることで、技能労働者の労働時間などへの影響が懸念さ  

れる。  

　そのため、受注者は、その請け負う建設工事を施工するために  

通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする  

請負契約を締結してはならない。  

　また、契約締結後に生じた受注者の責めに帰さない事情等によ  

り、工期を変更する必要がある場合においても、工期が請け負う  

建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著  

しく短い期間とならないよう、受注者は適正な契約変更を図らな  

ければならない。したがって、発注者に対して契約変更について  

の協議を申し入れることが求められる。

４．不当に低い発注金額（建設業法第１９条の３第１項及び ４．不当に低い発注金額（建設業法第１９条の３）

　第２項）

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 

①発注者が、自らの予算額のみを基準として、受注者との協議 ①発注者が、自らの予算額のみを基準として、受注者との協議

　を行うことなく、受注者による見積額を大幅に下回る額で建 　を行うことなく、受注者による見積額を大幅に下回る額で建

　設工事の請負契約を締結した場合 　設工事の請負契約を締結した場合 

②発注者が、契約を締結しない場合には今後の取引において不 ②発注者が、契約を締結しない場合には今後の取引において不

　利な取扱いをする可能性がある旨を示唆して、受注者との従 　利な取扱いをする可能性がある旨を示唆して、受注者との従

　来の取引価格を大幅に下回る額で、建設工事の請負契約を締 　来の取引価格を大幅に下回る額で、建設工事の請負契約を締

　結した場合 　結した場合 

③発注者が、請負代金の増額に応じることなく、受注者に対し ③発注者が、請負代金の増額に応じることなく、受注者に対し

　追加工事を施工させた場合 　追加工事を施工させた場合 

④発注者の責めに帰すべき事由により設計図書や工事内容、工 ④発注者の責めに帰すべき事由により設計図書や工事内容、工

　期が変更され、工事費用が増加したにもかかわらず、発注者 　期が変更され、工事費用が増加したにもかかわらず、発注者

　が請負代金の増額に応じない場合 　が請負代金の増額に応じない場合 

⑤発注者が、契約後に、取り決めた代金を一方的に減額した場 ⑤発注者が、契約後に、取り決めた代金を一方的に減額した場

　合 　合 

⑥受注者が請負契約締結前に請負代金の額に影響を及ぼす事象 ⑥受注者が請負契約締結前に請負代金の額に影響を及ぼす事象

に関する情報の通知を行い、その後、その事象が発生した又 に関する情報の通知を行い、その後、その事象が発生した又は

は当該通知をしていなかったものの請負契約締結後に請負代 当該通知をしていなかったものの請負契約締結後に請負代金の

金の額に影響を及ぼす事象が発生したため変更の協議を申し 額に影響を及ぼす事象が発生したため変更の協議を申し出たが、
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出たが、発注者が自己の取引上の地位を不当に利用して一方 発注者が自己の取引上の地位を不当に利用して一方的に協議に

的に協議に応じなかった結果、通常必要と認められる額に比 応じなかった結果、通常必要と認められる額に比して著しく低

して著しく低い額となった場合 い額となった場合

上記のケースは、いずれも建設業法第１９条の３第１項に違反 上記のケースは、いずれも建設業法第１９条の３に違反するお

するおそれがある。  それがある。  
公共工事においては、発注者が直接工事費、共通仮設費、現場 公共工事においては、発注者が直接工事費、共通仮設費、現場

管理費及び一般管理費等により積算した予定価格の範囲内で応札 管理費及び一般管理費等により積算した予定価格の範囲内で応札

した者の中から受注者を決めるのが一般的であり、①及び②のよ した者の中から受注者を決めるのが一般的であり、①及び②のよ

うなケースは生じにくいものと考える。しかし、発注者は、積算 うなケースは生じにくいものと考える。しかし、発注者は、積算

した金額（設計金額）からいわゆる歩切りをして予定価格を設定 した金額（設計金額）からいわゆる歩切りをして予定価格を設定

することや、歩切りした予定価格による入札手続の入札辞退者に することや、歩切りした予定価格による入札手続の入札辞退者に

ペナルティを課すなどにより、歩切りをした予定価格の範囲内で ペナルティを課すなどにより、歩切りをした予定価格の範囲内で

の入札を実質的に強いるようなことは、建設業法第１９条の３第 の入札を実質的に強いるようなことは、建設業法第１９条の３に

１項に違反するおそれがあり、厳に慎む必要がある。 違反するおそれがあり、厳に慎む必要がある。 

また、変更契約は、入札手続を経ることなく、相対で締結され また、変更契約は、入札手続を経ることなく、相対で締結され

ることから、発注者が請負代金の増額に応じないなどのケースが ることから、発注者が請負代金の増額に応じないなどのケースが

生じるおそれがあり、同条違反とならないよう留意が必要である。 生じるおそれがあり、同条違反とならないよう留意が必要である。

（１）「不当に低い請負代金の禁止」の定義 （１）「不当に低い請負代金の禁止」の定義 

  

建設業法第１９条の３第１項の「不当に低い請負代金の禁止」 建設業法第１９条の３の「不当に低い請負代金の禁止」とは、

とは、発注者が、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注 発注者が、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した

文した工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たな 工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額

い金額を請負代金の額とする請負契約を受注者と締結することを を請負代金の額とする請負契約を受注者と締結することを禁止す

禁止するものである。 るものである。 

また、契約締結後に資機材価格の高騰や労務費の上昇があり、 　また、契約締結後に資機材価格の高騰や労務費の上昇があり、

それによって原価が請負代金額を上回った場合に、発注者が自己 それによって原価が請負代金額を上回った場合に、発注者が自己

の取引上の地位を不当に利用して、受注者の申し出た請負代金の の取引上の地位を不当に利用して、受注者の申し出た請負代金の

変更協議に応じず、必要な契約変更を行わなかった結果、通常必 変更協議に応じず、必要な契約変更を行わなかった結果、通常必

要と認められる額に比して著しく低い額となった場合も、同条に 要と認められる額に比して著しく低い額となった場合も、同条に

違反するおそれがある。 違反するおそれがある。 

発注者が、取引上の地位を不当に利用して、不当に低い請負代 　発注者が、取引上の地位を不当に利用して、不当に低い請負代

金による契約を強いた場合には、受注者が工事の施工方法、工程 金による契約を強いた場合には、受注者が工事の施工方法、工程
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等について技術的に無理な手段、期間等の採用を強いられること 等について技術的に無理な手段、期間等の採用を強いられること

となり、手抜き工事、不良工事や公衆災害、労働災害等の発生に となり、手抜き工事、不良工事や公衆災害、労働災害等の発生に

つながる可能性もある。 つながる可能性もある。

（２）「自己の取引上の地位の不当利用」とは、取引上優越的な地 （２）「自己の取引上の地位の不当利用」とは、取引上優越的な地

　　位にある発注者が、受注者を経済的に不当に圧迫するような 　　位にある発注者が、受注者を経済的に不当に圧迫するような

　　取引等を強いること 　　取引等を強いること

　建設業法第１９条の３第１項の「自己の取引上の地位を不当に 　建設業法第１９条の３の「自己の取引上の地位を不当に利用し

利用して」とは、取引上優越的な地位にある発注者が、受注者の て」とは、取引上優越的な地位にある発注者が、受注者の選定権

選定権等を背景に、受注者を経済的に不当に圧迫するような取引 等を背景に、受注者を経済的に不当に圧迫するような取引等を強

  等を強いることをいう。 いることをいう。

  

  　ア　取引上の優越的な地位 　ア　取引上の優越的な地位

  

　　　取引上優越的な地位にある場合とは、受注者にとって発注 　　　取引上優越的な地位にある場合とは、受注者にとって発注

　　者との取引の継続が困難になることが受注者の事業経営上大 　　者との取引の継続が困難になることが受注者の事業経営上大

　　きな支障を来すため、発注者が受注者にとって著しく不利益 　　きな支障を来すため、発注者が受注者にとって著しく不利益

　　な要請を行っても、受注者がこれを受け入れざるを得ないよ 　　な要請を行っても、受注者がこれを受け入れざるを得ないよ

　　うな場合をいう。取引上優越的な地位に当たるか否かについ 　　うな場合をいう。取引上優越的な地位に当たるか否かについ

　　ては、受注者の発注者への取引依存度等の状況により判断さ 　　ては、受注者の発注者への取引依存度等の状況により判断さ

　　れることとなるため、例えば受注者にとって大口取引先に当 　　れることとなるため、例えば受注者にとって大口取引先に当

　　たる発注者については、取引上優越的な地位に該当する蓋然 　　たる発注者については、取引上優越的な地位に該当する蓋然

  　　性が高いと考えられる。 　　性が高いと考えられる。

  

  　イ　地位の不当利用 　イ　地位の不当利用

  

　　　発注者が、受注者の選定権等を背景に、受注者を経済的に 　　　発注者が、受注者の選定権等を背景に、受注者を経済的に

　　不当に圧迫するような取引等を強いたか否かについては、請 　　不当に圧迫するような取引等を強いたか否かについては、請

　　負代金の額の決定に当たり受注者と十分な協議が行われたか 　　負代金の額の決定に当たり受注者と十分な協議が行われたか

　　どうかといった対価の決定方法等により判断されるものであ 　　どうかといった対価の決定方法等により判断されるものであ

　　り、例えば受注者と十分な協議を行うことなく発注者が価格 　　り、例えば受注者と十分な協議を行うことなく発注者が価格

　　を一方的に決定し、当該価格による取引を強要する指値発注 　　を一方的に決定し、当該価格による取引を強要する指値発注

　　（●●ページ「６．指値発注」参照）については、発注者に 　　（３５ページ「６．指値発注」参照）については、発注者に
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　　よる地位の不当利用に当たるものと考えられる。 　　よる地位の不当利用に当たるものと考えられる。

（３）（略） （３）（略）

（４）建設業法第１９条の３第１項及び第２項は変更契約にも （４）建設業法第１９条の３は変更契約にも適用  

　　適用   

 　  

　建設業法第１９条の３により禁止される行為は、当初の契約の 　建設業法第１９条の３により禁止される行為は、当初の契約の  

締結に際して、不当に低い請負代金を強いることに限られない。 締結に際して、不当に低い請負代金を強いることに限られない。  

例えば、契約締結後に生じた受注者の責めに帰さない事象や、発 例えば、契約締結後に生じた受注者の責めに帰さない事象や、発  

注者による原価の上昇を伴うような指示により、工事内容及び請 注者による原価の上昇を伴うような指示により、工事内容及び請  

負代金の額を変更する必要があるにもかかわらず、発注者が変更 負代金の額を変更する必要があるにもかかわらず、発注者が変更  

しないあるいは一方的に請負代金を減額することや、受注者が建 しないあるいは一方的に請負代金を減額することや、受注者が建  

設業法第２０条の２第３項に基づき請負代金の額の変更の協議を 設業法第２０条の２第３項に基づき請負代金の額の変更の協議を  

申し出たにもかかわらず、発注者が自己の取引上の地位を不当に 申し出たにもかかわらず、発注者が自己の取引上の地位を不当に  

利用して一方的に協議に応じないこと等により、変更後の工事を 利用して一方的に協議に応じないこと等により、変更後の工事を  

施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を押し 施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を押し  

付けることも該当する。 付けることも該当する。  

　追加工事等を受注者の負担により一方的に施工させたことによ 　追加工事等を受注者の負担により一方的に施工させたことによ  

り、請負代金の額が当初契約工事及び追加工事等を施工するため り、請負代金の額が当初契約工事及び追加工事等を施工するため  

に「通常必要と認められる原価」に満たない金額とならないよう、 に「通常必要と認められる原価」に満たない金額とならないよう、  

適正な追加・変更契約を行うことが必要である。（●●ページ「２ 適正な追加・変更契約を行うことが必要である。（●●ページ「２  

－２　追加工事等に伴う追加・変更契約」参照） －２　追加工事等に伴う追加・変更契約」参照）  

（５）受注者は自ら通常必要な原価に満たない請負代金とする請 （新設）  
負契約の締結とならないことが必要

　受注者が、自ら原価に満たない金額を請負代金とする請負契約  

を締結し、さらにその受注者から下請が行われた場合、下請負人  

に原価割れ工事を求める蓋然性が高くなり、建設業の重層下請構  

造全体の中で不公正な請負代金での請負契約の締結が連鎖的に行  

われることで、技能労働者の賃金支払いなどへの影響が懸念され  

る。  
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　そのため、受注者は、契約締結前に廉価に入手・保管していた  

資材の使用により施工が可能な場合その他の正当な理由がある場  

合を除き、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認  

められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締  

結してはならない。  

　また、契約締結後に生じた受注者の責めに帰さない事情等によ  

り、請負代金の額を変更する必要がある場合においても、正当な  

理由がある場合を除き、請負代金の額が、請け負う建設工事を施  

工するために通常必要と認められる原価に満たない金額とならな  

いよう、受注者は適正な契約変更を図らなければならない。した

がって、発注者に対して契約変更についての協議を申し入れるこ

とが求められる。 

５．原材料費等の高騰・納期遅延等の状況における適正な請負代 ５．原材料費等の高騰・納期遅延等の状況における適正な請負代

　金の設定及び適正な工期の確保（建設業法第１９条第２項、第 　金の設定及び適正な工期の確保（建設業法第１９条第２項、第

　１９条の３第１項、第１９条の５） 　１９条の３、第１９条の５）

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 

受注者が建設業法第２０条の２第２項に基づき関連する情報を 受注者が建設業法第２０条の２第２項に基づき関連する情報を

通知していた場合を含め、原材料費、労務費、エネルギーコス 通知していた場合を含め、原材料費、労務費、エネルギーコス

ト等（以下「原材料費等」という。）の高騰や資材不足など発注 ト等（以下「原材料費等」という。）の高騰や資材不足など発注

者及び受注者双方の責めに帰さない理由により、施工に必要な 者及び受注者双方の責めに帰さない理由により、施工に必要な

費用の上昇、納期の遅延、工事全体の一時中止、前工程の遅れ 費用の上昇、納期の遅延、工事全体の一時中止、前工程の遅れ

などが発生しているにもかかわらず、請負代金の額や工期の変 などが発生しているにもかかわらず、請負代金の額や工期の変

更に関する受注者からの協議に発注者が正当な理由なく応じず、 更に関する受注者からの協議に発注者が正当な理由なく応じず、

必要な変更契約を行わなかった場合 必要な変更契約を行わなかった場合

　上記のケースは、建設業法第１９条第２項に違反し、第１９条 　上記のケースは、建設業法第１９条第２項に違反し、第１９条

の３又は第１９条の５に違反するおそれがある。 の３又は第１９条の５に違反するおそれがある

（１）原材料費等の高騰や納期遅延が発生している状況において （１）原材料費等の高騰や納期遅延が発生している状況において  

　　は、取引価格を反映した適正な請負代金の設定や納期の実態 　　は、取引価格を反映した適正な請負代金の設定や納期の実態  

　　を踏まえた適正な工期の確保のため、請負代金及び工期の変 　　を踏まえた適正な工期の確保のため、請負代金及び工期の変  
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　　更に関する規定を適切に設定・運用することが必要 　　更に関する規定を適切に設定・運用することが必要  

   

　原材料費等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や納期 　原材料費等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や納期  

の実態を踏まえた適正な工期の確保のため、請負契約の締結に当 の実態を踏まえた適正な工期の確保のため、請負契約の締結に当  

たっては、公共工事標準請負契約約款第２６条（賃金又は物価の たっては、公共工事標準請負契約約款第２６条（賃金又は物価の  

変動に基づく請負代金額の変更）（いわゆるスライド条項）及び第 変動に基づく請負代金額の変更）（いわゆるスライド条項）及び第  

２２条（受注者の請求による工期の延長）又は民間建設工事標準 ２２条（受注者の請求による工期の延長）又は民間建設工事標準  

請負契約約款（甲）第３１条（請負代金額の変更）及び第３０条 請負契約約款（甲）第３１条（請負代金額の変更）及び第３０条  

（工事又は工期の変更等）（電力・ガス、鉄道等の民間企業の工事 （工事又は工期の変更等）（電力・ガス、鉄道等の民間企業の工事  

の請負契約においては公共工事標準請負契約約款を使用）を適切 の請負契約においては公共工事標準請負契約約款を使用）を適切  

に設定するとともに、契約締結後においても受注者から協議の申 に設定・運用するとともに、契約締結後においても受注者から協  

出があった場合には発注者が適切に協議に応じること等により、 議の申出があった場合には発注者が適切に協議に応じること等に  

状況に応じた必要な契約変更を実施するなど、適切な対応を図る より、状況に応じた必要な契約変更を実施するなど、適切な対応  

必要がある。 を図る必要がある。  

これらの価格転嫁は、発注者、元請負人、下請負人を問わず、 　これらの価格転嫁は、発注者、元請負人、下請負人を問わず、  

サプライチェーン全体で取り組む必要がある。　 サプライチェーン全体で取り組む必要がある。　  

なお、発注者・受注者間におけるこれらの対応は、以下のこと 　なお、発注者・受注者間におけるこれらの対応は、以下のこと  

に留意しなければならない。 に留意しなければならない。  

・発注者・受注者間で適切な対応を図ることが、元請負人・下 　・発注者・受注者間で適切な対応を図ることが、元請負人・下  

請負人間の適正な請負代金の設定及び適正な工期の確保に当 　　請負人間の適正な請負代金の設定及び適正な工期の確保に当  

たっても重要であること。 　　たっても重要であること。  

・労務費転嫁指針における「第２　事業者が採るべき行動／事 　・「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針～取引適  

業者に求められる行動」中「１　発注者として採るべき行動 　　正化・価格転嫁促進に向けて～」（令和 5 年 11 月 29 日、内閣  

／求められる行動」④において、「労務費をはじめとする価格 　　官房・公正取引委員会）における「第２　事業者が採るべき  

き行動／事業者に求められる行動」中「１　発注者として採 　　行動／事業者に求められる行動」中「１　発注者として採る  

るべき行動／求められる行動」④において、「労務費をはじめ 　　べき行動／求められる行動」④において、「労務費をはじめと  

とする価格転嫁に係る交渉においては、サプライチェーン全 　　する価格転嫁に係る交渉においては、サプライチェーン全体  

体での適切な価格転嫁による適正な価格設定を行うため、直 　　での適切な価格転嫁による適正な価格設定を行うため、直接  

接の取引先である受注者がその先の取引先との取引価格を適 　　の取引先である受注者がその先の取引先との取引価格を適正  

正化すべき立場にいることを常に意識して、そのことを受注 　　化すべき立場にいることを常に意識して、そのことを受注者  

者からの要請額の妥当性の判断に反映させること。」とされて 　　からの要請額の妥当性の判断に反映させること。」とされてい  

いること。 　　ること。  

・受託中小企業振興法（昭和４５年法律第１４５号。以下「振 　・下請中小企業振興法（昭和４５年法律第１４５号）に基づく

興法」という。）に基づく振興基準（令和７年１０月１日、以 　　振興基準（令和６年３月２５日、以下「振興基準」という。）
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下「振興基準」という。）において、委託事業者は、労務費、 　　において、労務費、原材料費、エネルギーコスト等が増加し

原材料費、エネルギーコスト等が増加した場合には、予め定 　　た場合には、親事業者は、予め定めた価格改定タイミングは

めた価格改定タイミングはもちろんのこと、その期中におい 　　もちろんのこと、その期中においても価格変更を柔軟に行う

ても価格変更を柔軟に行うものとするとされているほか、特 　　ものとするとされているほか、特に原材料費やエネルギーコ

に原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合には、適 　　ストの高騰があった場合には、適切なコスト増加分の全額転

切なコスト増加分の全額転嫁を目指すものとするとされてい 　　嫁を目指すものとするとされていること。

ること。

（２）発注者が受注者との協議や変更契約に応じない場合は「不 （２）発注者が受注者との協議や変更契約に応じない場合は「不

　　当に低い請負代金の禁止」や「著しく短い工期の禁止」に違 　　当に低い請負代金の禁止」や「著しく短い工期の禁止」に違

　　反するおそれ 　　反するおそれ

　建設業法第１９条の３第１項及び第２項（不当に低い請負代金 　建設業法第１９条の３（不当に低い請負代金の禁止）により禁

の禁止）により禁止される行為は、当初契約の締結に際して不当 止される行為は、当初契約の締結に際して不当に低い請負代金を

に低い請負代金を強制することに限られず、契約締結後に原材料 強制することに限られず、契約締結後に原材料費等が高騰したに

費等が高騰したにもかかわらず、それに見合った請負代金の増額 もかかわらず、それに見合った請負代金の増額を行わないことも

を行わないことも含まれる。 含まれる。 

　このため、原材料費等が高騰している状況において、発注者が、 　このため、原材料費等が高騰している状況において、発注者が、

自己の取引上の地位を不当に利用して、受注者の申し出た請負代 自己の取引上の地位を不当に利用して、受注者の申し出た請負代

金の変更協議（※）に応じず、必要な変更契約を行わなかった結 金の変更協議（※）に応じず、必要な変更契約を行わなかった結

果、請負代金の額がその建設工事を施工するために通常必要と認 果、請負代金の額がその建設工事を施工するために通常必要と認

められる原価に満たない請負代金の額となっている場合には、発 められる原価に満たない請負代金の額となっている場合には、発

注者は建設業法第１９条の３第１項に違反するおそれがある。 注者は建設業法第１９条の３に違反するおそれがある。 

※この協議は、受注者が建設業法第２０条の２第２項に基づき 　※この協議は、受注者が建設業法第２０条の２第２項に基づき

関連する情報を通知し、当該情報に係る事象が顕在化したこ 　　関連する情報を通知し、当該情報に係る事象が顕在化したこ

とを受けて同条第３項に基づく契約の変更協議を申し出た場 　　とを受けて同条第３項に基づく契約の変更協議を申し出た場

合のみならず、当該通知をしていなかったものの契約後の事 　　合のみならず、当該通知をしていなかったものの契約後の事

象に基づき契約の変更協議を申し出た場合を含む。 　　象に基づき契約の変更協議を申し出た場合を含む。 

　また、建設業法第１９条の５第１項（著しく短い工期の禁止） 　また、建設業法第１９条の５（著しく短い工期の禁止）により

により禁止される行為は、当初契約の締結に際して著しく短い工 禁止される行為は、当初契約の締結に際して著しく短い工期を設

期を設定することに限られず、契約締結後、原材料等の納期の遅 定することに限られず、契約締結後、原材料等の納期の遅延など

延など受注者の責めに帰さない理由により、当初の契約どおり工 受注者の責めに帰さない理由により、当初の契約どおり工事が進

事が進行しない場合等において必要な工期の変更を行わないこと 行しない場合等において必要な工期の変更を行わないことも含ま

も含まれる。 れる。 
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　このため、資材不足により納期遅延等が発生している状況にお 　このため、資材不足により納期遅延等が発生している状況にお

いて、発注者が受注者の申し出た工期変更の協議（※）に応じず、 いて、発注者が受注者の申し出た工期変更の協議（※）に応じず、

必要な変更契約を行わなかった結果、注文した建設工事を施工す 必要な変更契約を行わなかった結果、注文した建設工事を施工す

るために通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期とな るために通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期とな

っている場合には、発注者は第１９条の５第１項に違反するおそ っている場合には、発注者は第１９条の５に違反するおそれがあ

れがある。 る。 

※この協議は、受注者が建設業法第２０条の２第２項に基づき ※この協議は、受注者が建設業法第２０条の２第２項に基づき関

関連する情報を通知し、当該情報に係る事象が顕在化したこ 連する情報を通知し、当該情報に係る事象が顕在化したことを受

とを受けて同条第３項に基づく契約の変更協議を申し出た場 けて同条第３項に基づく契約の変更協議を申し出た場合のみなら

合のみならず、当該通知をしていなかったものの契約後の事 ず、当該通知をしていなかったものの契約後の事象に基づき契約

象に基づき契約の変更協議を申し出た場合を含む。 の変更協議を申し出た場合を含む。 

　なお、建設業法第１９条の６において、国土交通大臣又は都道 　なお、建設業法第１９条の６において、国土交通大臣又は都道

府県知事は、発注者が同法第１９条の３第１項又は第１９条の５ 府県知事は、発注者が同法第１９条の３又は第１９条の５の規定

第１項の規定に違反している事実があり、特に必要があると認め に違反している事実があり、特に必要があると認めるときは、当

るときは、当該発注者に対して必要な勧告をすることができ、発 該発注者に対して必要な勧告をすることができ、発注者がその勧

注者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができ 告に従わないときは、その旨を公表することができると規定して

ると規定している。 いる。 

　適正な請負代金の設定については、●●ページ「２．書面によ 　適正な請負代金の設定については、１４ページ「２．書面によ

る契約締結　２－１当初契約（５）、（６）」、●●ページ「２－２ る契約締結　２－１当初契約（５）、（６）」、２１ページ「２－２

追加工事等に伴う追加・変更契約（３）」を参照。 追加工事等に伴う追加・変更契約（３）」を参照。 

　適正な工期の確保については、●●ページ「３．著しく短い工 　適正な工期の確保については、２５ページ「３．著しく短い工

期の禁止」、●●ページ「２．書面による契約締結　２－３工期変 期の禁止」、２２ページ「２．書面による契約締結　２－３工期変

更に伴う変更契約（１）、（２）、（３）」を参照。 更に伴う変更契約（１）、（２）、（３）」を参照。 

　不当に低い請負代金については、●●ページ「４．不当に低い 　不当に低い請負代金については、２８ページ「４．不当に低い

請負代金」を参照。 請負代金」を参照。

（３）原材料費等のコストの上昇分を取引価格に反映せず、従来 （３）原材料費等のコストの上昇分を取引価格に反映せず、従来

　　どおりに取引価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的 　　どおりに取引価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的

　　地位の濫用の要件の１つに該当するおそれ 　　地位の濫用の要件の１つに該当するおそれ

　公正取引委員会は、令和５年３月１日「令和５年中小事業者等 　公正取引委員会は、令和５年３月１日「令和５年中小事業者等

取引公正化推進アクションプラン」の第３独占禁止法及び下請法 取引公正化推進アクションプラン」の第３独占禁止法及び下請法

の考え方の周知徹底の項目において、法律上問題となり得る取引 の考え方の周知徹底の項目において、法律上問題となり得る取引

  価格の据え置きに関する考え方が示されている。 価格の据え置きに関する考え方が示されている。
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　公正取引委員会は、令和４年１月２６日、「下請代金支払遅延等 　公正取引委員会は、令和４年１月２６日、「下請代金支払遅延等

防止法に関する運用基準」（平成１５年公正取引委員会事務総長通 防止法に関する運用基準」（平成１５年公正取引委員会事務総長通

達第１８号。以下「下請法運用基準」という。）を改正するととも 達第１８号。以下「下請法運用基準」という。）を改正するととも 

 に、同年２月１６日、公正取引委員会のウェブサイトに掲載して に、同年２月１６日、公正取引委員会のウェブサイトに掲載して

いる「よくある質問コーナー（独占禁止法）」のＱ＆Ａに、労務費、 いる「よくある質問コーナー（独占禁止法）」のＱ＆Ａに、下記の 

原材料費、エネルギーコスト等のコストの上昇分を取引価格に反 ①及び②の２つの行為がこれに該当することを明確化した。

映せず、従来どおりに取引価格を据え置くことは、下請法上の買

いたたき又は独占禁止法上の優越的地位の濫用の要件の１つに該

当するおそれがあり、下記の①及び②の２つの行為がこれに該当

することを明確化した。

①　労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇 ①　労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇

　分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場に 　分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場に

　おいて明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を 　おいて明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を

  　据え置くこと 　据え置くこと

②　労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇 ②　労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇

　したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもか 　したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもか

　かわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取 　かわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取

　引の相手方に回答することなく、従来どおりに取引価格を据 　引の相手方に回答することなく、従来どおりに取引価格を据

  　え置くこと 　え置くこと

　※下請法運用基準は、上記の「取引の相手方」を「下請事業 　※下請法運用基準は、上記の「取引の相手方」を「下請事業

　　者」としている。 　　者」としている。

  上記の下請法運用基準の改正等において、 上記の下請法運用基準の改正等において、

　・　①に該当する行為については、多くの場合、発注者のほう 　・　①に該当する行為については、多くの場合、発注者のほう

　　が取引上の立場が強く、受注者からはコスト上昇が生じても 　　が取引上の立場が強く、受注者からはコスト上昇が生じても

　　価格転嫁を言い出しにくい状況にあることを踏まえ、積極的 　　価格転嫁を言い出しにくい状況にあることを踏まえ、積極的

　　に発注者からそのような協議の場を設けることが円滑な価格 　　に発注者からそのような協議の場を設けることが円滑な価格

　　転嫁を進める観点から有効かつ適切であることから、明示的 　　転嫁を進める観点から有効かつ適切であることから、明示的

  　　に協議を行わないことを、 　　に協議を行わないことを、

　・　②に該当する行為については、受注者からコスト上昇を踏 　・　②に該当する行為については、受注者からコスト上昇を踏

　　まえた取引価格引上げの要請があったにもかかわらず、受け 　　まえた取引価格引上げの要請があったにもかかわらず、受け

　　入れない場合には、その理由については書面等の形に残る方 　　入れない場合には、その理由については書面等の形に残る方

　　法で伝えることが円滑な価格転嫁を進める上では有効かつ適 　　法で伝えることが円滑な価格転嫁を進める上では有効かつ適
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  　　切であることから、書面等による回答を行わないことを、 　　切であることから、書面等による回答を行わないことを、

　それぞれ独占禁止法上の優越的地位の濫用の要件の１つに該当 　それぞれ独占禁止法上の優越的地位の濫用の要件の１つに該当

するおそれがある行為として挙げていることについても留意しな するおそれがある行為として挙げていることについても留意しな

ければならない。 ければならない。

６．指値発注（建設業法第１９条第１項、第１９条の３第１項、 ６．指値発注（建設業法第１９条第１項、第１９条の３、第２０

　第２０条第４項） 　条第４項）

  【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①発注者が、自らの予算額のみを基準として、受注者と協議を ①発注者が、自らの予算額のみを基準として、受注者と協議を

　行うことなく、一方的に請負代金の額を決定し、その額で請 　行うことなく、一方的に請負代金の額を決定し、その額で請

  　負契約を締結した場合 　負契約を締結した場合

②発注者が、合理的根拠がないにもかかわらず、受注者の見積 ②発注者が、合理的根拠がないにもかかわらず、受注者の見積

　額を著しく下回る額で請負代金の額を一方的に決定し、その 　額を著しく下回る額で請負代金の額を一方的に決定し、その

  　額で請負契約を締結した場合 　額で請負契約を締結した場合

③発注者が複数の建設業者から提出された見積金額のうち最も ③発注者が複数の建設業者から提出された見積金額のうち最も

　低い額を一方的に請負代金の額として決定し、当該見積の提 　低い額を一方的に請負代金の額として決定し、当該見積の提

  　出者以外の者とその額で請負契約を締結した場合 　出者以外の者とその額で請負契約を締結した場合

④発注者が、免税事業者の受注者に対して、消費税相当額を含 ④発注者が、免税事業者の受注者に対して、消費税相当額を含

　まない契約単価を一方的に提示し、受注者と協議を行うこと 　まない契約単価を一方的に提示し、受注者と協議を行うこと

  　なく、当該単価により積算した額で請負契約を締結した場合 　なく、当該単価により積算した額で請負契約を締結した場合

  【建設業法上違反となる行為事例】 【建設業法上違反となる行為事例】

⑤発注者と受注者の間で請負代金の額に関する合意が得られて ⑤発注者と受注者の間で請負代金の額に関する合意が得られて

　いない段階で、受注者に工事に着手させ、工事の施工途中又 　いない段階で、受注者に工事に着手させ、工事の施工途中又

　は工事終了後に発注者が受注者との協議に応じることなく請 　は工事終了後に発注者が受注者との協議に応じることなく請

　負代金の額を一方的に決定し、その額で請負契約を締結した 　負代金の額を一方的に決定し、その額で請負契約を締結した

  　場合 　場合

⑥発注者が、受注者が見積りを行うための期間を設けることな ⑥発注者が、受注者が見積りを行うための期間を設けることな

　く、自らの予算額を受注者に提示し、請負契約締結の判断を 　く、自らの予算額を受注者に提示し、請負契約締結の判断を

　その場で行わせ、その額で請負契約を締結した場合 　その場で行わせ、その額で請負契約を締結した場合

　上記①から⑥のケースは、いずれも建設業法第１９条の３第１ 　上記①から⑥のケースは、いずれも建設業法第１９条の３に違

項に違反するおそれがある。また、⑤のケースは同法第１９条第 反するおそれがある。また、⑤のケースは同法第１９条第１項に

１項に違反し、⑥のケースは同法第２０条第３項に違反する。 違反し、⑥のケースは同法第２０条第４項に違反する。 
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　指値発注とは、発注者が受注者との請負契約を交わす際、受注 　指値発注とは、発注者が受注者との請負契約を交わす際、受注

者と十分な協議をせず、又は受注者との協議に応じることなく、 者と十分な協議をせず、又は受注者との協議に応じることなく、

発注者が一方的に決めた請負代金の額を受注者に提示（指値）し、 発注者が一方的に決めた請負代金の額を受注者に提示（指値）し、

その額で受注者に契約を締結させることをいう。指値発注は、建 その額で受注者に契約を締結させることをいう。指値発注は、建

設業法第１８条の建設工事の請負契約の原則（各々の対等な立場 設業法第１８条の建設工事の請負契約の原則（各々の対等な立場

における合意に基づいて公正な契約を締結する。）を没却するもの における合意に基づいて公正な契約を締結する。）を没却するもの

  である。 である。

　公共工事においては、入札公告などから入札期日の前日まで一 　公共工事においては、入札公告などから入札期日の前日まで一

定の期間を設け、また、発注者が積算した予定価格の範囲内で応 定の期間を設け、また、発注者が積算した予定価格の範囲内で応

札した者の中から受注者を決めるのが一般的であり、当初契約時 札した者の中から受注者を決めるのが一般的であり、当初契約時

においては、①から⑥までのようなケースは生じにくいものと考 においては、①から⑥までのようなケースは生じにくいものと考

える。しかし、発注者は、歩切りをして予定価格を設定すること える。しかし、発注者は、歩切りをして予定価格を設定すること

や、歩切りした予定価格による入札手続の入札辞退者にペナルテ や、歩切りした予定価格による入札手続の入札辞退者にペナルテ

ィを課すなどにより、歩切りをした予定価格の範囲内での入札を ィを課すなどにより、歩切りをした予定価格の範囲内での入札を

実質的に強いるようなことは、厳に慎む必要がある。また、変更 実質的に強いるようなことは、厳に慎む必要がある。また、変更

契約は、入札手続を経ることなく、相対で締結されることから、 契約は、入札手続を経ることなく、相対で締結されることから、

発注者が請負代金の増額に応じないなどのケースが生じるおそれ 発注者が請負代金の増額に応じないなどのケースが生じるおそれ

があり、建設業法第１９条の３違反とならないよう留意が必要で があり、建設業法第１９条の３違反とならないよう留意が必要で

  ある。 ある。

（１）、（２）（略） （１）、（２）（略）

７．（略） ７．（略）

８．やり直し工事（建設業法第１９条第２項、第１９条の３第１ ８．やり直し工事（建設業法第１９条第２項、第１９条の３）

　項）

  【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

　発注者が、受注者の責めに帰すべき事由がないにもかかわら 　発注者が、受注者の責めに帰すべき事由がないにもかかわら

ず、やり直し工事を行わせ、必要な変更契約を締結せずにその ず、やり直し工事を行わせ、必要な変更契約を締結せずにその

費用を一方的に受注者に負担させた場合 費用を一方的に受注者に負担させた場合
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　上記のケースは、建設業法第１９条第２項、第１９条の３第１ 　上記のケースは、建設業法第１９条第２項、第１９条の３に違

項に違反するおそれがある。 反するおそれがある。

（１）、（２）（略） （１）、（２）（略）

（３）やり直し工事の費用を受注者に一方的に負担させることは、（３）やり直し工事の費用を受注者に一方的に負担させることは、

　　不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれ 　　不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれ

　発注者の責めに帰すべき事由によりやり直し工事が必要になっ 　発注者の責めに帰すべき事由によりやり直し工事が必要になっ

た場合に、発注者がやり直し工事に係る費用を一方的に受注者に た場合に、発注者がやり直し工事に係る費用を一方的に受注者に

負担させることによって、請負代金の額が当初契約工事及びやり 負担させることによって、請負代金の額が当初契約工事及びやり

直し工事を施工するために「通常必要と認められる原価」（２８ペ 直し工事を施工するために「通常必要と認められる原価」（２８ペ

ージ「４．不当に低い発注金額」参照）に満たない金額となると ージ「４．不当に低い発注金額」参照）に満たない金額となると

きには、発注者と受注者との間の取引依存度等の状況によっては、 きには、発注者と受注者との間の取引依存度等の状況によっては、

建設業法第１９条の３第１項の不当に低い請負代金の禁止に違反 建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反するお

  するおそれがある。 それがある。

（４）（略） （４）（略）

９．支払等（建設業法第２４条の３第２項、第２４条の６等） ９．支払（建設業法第２４条の３第２項、第２４条の６）  

 

   【望ましくない行為事例】 【望ましくない行為事例】

 ①請負契約に基づく工事目的物が完成し、引渡し終了後、発注 ①請負契約に基づく工事目的物が完成し、引渡し終了後、発注

   　者が受注者に対し、速やかに請負代金を支払わない場合 　者が受注者に対し、速やかに請負代金を支払わない場合

   ②発注者が、請負代金支払の大部分を手形払いで行った場合 ②発注者が、請負代金支払の大部分を手形払いで行った場合

  ③発注者が、手形期間の長い手形により請負代金の支払を行っ ③発注者が、手形期間の長い手形により請負代金の支払を行っ

   　た場合 　た場合

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】  

④受注者が、発注者との請負契約において、賃金・労務費の適  

　正な支払に係る表明や情報開示への合意に関する条項（以下、

　「コミットメント条項」という。）を含めた契約書を取り交わ

　したにも関わらず、雇用する労働者に対して本来必要となる

　水準の賃金支払いが行われていない場合や、下請負人に対し
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　て適正な労務費を含む請負代金額を支払っていない場合 

　上記①から③のケースは、いずれも発注者が受注者による建設 　上記①から③のケースは、いずれも発注者が受注者による建設

 業法第２４条の６違反の行為を誘発するおそれがあり、望ましく 業法第２４条の６違反の行為を誘発するおそれがあり、望ましく

ない。また、コミットメント条項については、その制度趣旨とし ない。

て、発注者から支払われた労務費を原資として、受注者がその雇

用する技能者に対して適正な賃金を支払うことや下請事業者に対

して適正な労務費を支払うことについて約束するという責務的な

規定であることから、④のケースは、その情状によっては、建設

業法第２８条第１項第２号に該当するおそれがある。

（１）請負代金の支払時の留意事項 （１）請負代金の支払時の留意事項  

   

 　請負代金については、発注者と受注者の合意により交わされた 　請負代金については、発注者と受注者の合意により交わされた

 請負契約に基づいて適正に支払われなければならない。請負代金 請負契約に基づいて適正に支払われなければならない。請負代金

 の支払方法については、原則として当事者間の取り決めにより自 の支払方法については、原則として当事者間の取り決めにより自

 由に定めることができるが、本来は工事目的物の引渡しと請負代 由に定めることができるが、本来は工事目的物の引渡しと請負代

 金の支払は同時履行の関係に立つものであり、民間約款等におい 金の支払は同時履行の関係に立つものであり、民間約款等におい

 ても、その旨が規定されている。また、発注者から受注者への支 ても、その旨が規定されている。また、発注者から受注者への支

 払は、元請下請間の支払に大きな影響を及ぼすことから、少なく 払は、元請下請間の支払に大きな影響を及ぼすことから、少なく

 とも引渡し終了後できるだけ速やかに適正な支払を行うように定 とも引渡し終了後できるだけ速やかに適正な支払を行うように定

   めることが求められる。 めることが求められる。

 　更に、実際には、特に長期工事の場合等、工事完成まで支払が 　更に、実際には、特に長期工事の場合等、工事完成まで支払が

 なされないと、受注者及び下請負人の工事に必要な資金が不足す なされないと、受注者及び下請負人の工事に必要な資金が不足す

 るおそれがあるため、振興基準において、建設など見積り及び発 るおそれがあるため、振興基準において、建設など見積り及び発

注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、委託事業 注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、親事業者

者は、前払い比率及び期中払い比率をできる限り高めるよう努め は、前払い比率及び期中払い比率をできる限り高めるよう努める

ることとされていることも踏まえ、発注者からの支払いにおいて こととされていることも踏まえ、発注者からの支払いにおいても、

も、民間工事標準請負契約約款の規定に沿って前払金制度あるい 民間工事標準請負契約約款の規定に沿って前払金制度あるいは部

は部分払制度（いわゆる出来高払制度）を活用するなど、迅速か 分払制度（いわゆる出来高払制度）を活用するなど、迅速かつ適

つ適正な支払を行うことが望ましい。 正な支払を行うことが望ましい。

（２）目的物の引渡しを受けた場合には、できるだけ速やかに支 （２）目的物の引渡しを受けた場合には、できるだけ速やかに支

　　払を行うこと 　　払を行うこと
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　発注者は、請負契約に基づく目的物の引渡しを受けた場合、受   発注者は、請負契約に基づく目的物の引渡しを受けた場合、受

注者に対し、請負契約において取り決められた請負代金の額を、 注者に対し、請負契約において取り決められた請負代金の額を、

できるだけ速やかに支払うことが望ましい。 できるだけ速やかに支払うことが望ましい。 

　建設業法第２４条の６では、受注者が特定建設業者である場合、 　建設業法第２４条の６では、受注者が特定建設業者であり下請

下請負人が特定建設業者又は資本金が４，０００万円以上の法人 負人が資本金４，０００万円未満の一般建設業者である場合、下

である場合を除き、下請契約における下請代金の支払期日は、下 請契約における下請代金の支払期日は、下請負人が引渡しの申出

請負人が引渡しの申出を行った日から起算して５０日以内と規定 を行った日から起算して５０日以内と規定している。これは、発

している。これは、発注者から受注者に工事代金の支払があるか 注者から受注者に工事代金の支払があるか否かにかかわらず適用

否かにかかわらず適用される規定であるが、発注者の支払期日に される規定であるが、発注者の支払期日によっては建設業法に定

よっては建設業法に定めた元請下請間の支払に実質的な影響を与 めた元請下請間の支払に実質的な影響を与えかねないことから、

えかねないことから、発注者は、これらの元請下請間の下請代金 発注者は、これらの元請下請間の下請代金の支払に関する規定も

の支払に関する規定も考慮し、できるだけ速やかに支払を行うこ 考慮し、できるだけ速やかに支払を行うことが望ましい。 

とが望ましい。 　 

　国が発注する公共工事においては、政府契約の支払遅延防止等 　国が発注する公共工事においては、政府契約の支払遅延防止等

に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）に、検査、支払の時 に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）に、検査、支払の時

期が規定されており、同法に従って支払が行われている。国以外 期が規定されており、同法に従って支払が行われている。国以外

の公共発注者においても、それぞれが定めた検査や支払について の公共発注者においても、それぞれが定めた検査や支払について

の規則に従って行われているが、受注者からの工事完了の通知の の規則に従って行われているが、受注者からの工事完了の通知の

速やかな受理や検査の適切な実施を含め、迅速な支払の確保に努 速やかな受理や検査の適切な実施を含め、迅速な支払の確保に努

めるべきである。 めるべきである。

（３）請負代金を手形で支払う場合の留意事項 （３）請負代金を手形で支払う場合の留意事項

  建設業法第２４条の３第２項では、元請負人は、下請代金のう 　建設業法第２４条の３第２項では、元請負人は、下請代金のう  

ち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配 ち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配  

慮をしなければならないとされている。 慮をしなければならないとされている。  

　また、建設業法第２４条の６第３項では、受注者が特定建設業 　また、建設業法第２４条の６第３項では、受注者が特定建設業  

者である場合、下請負人（特定建設業者又は資本金が４，０００ 者であり下請負人が資本金４，０００万円未満の一般建設業者で  

万円以上の法人である場合を除く。）への下請代金の支払に当たっ ある場合、下請代金の支払に当たって一般の金融機関による割引  

て一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認めら を受けることが困難であると認められる手形（例えば、手形期間  

れる手形（例えば、手形期間が６０日超の長期手形）を交付して が６０日超の長期手形）を交付してはならないとされている。  

はならないとされている。 　  
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　発注者から受注者への支払方法は、元請下請間の支払に実質的 　発注者から受注者への支払方法は、元請下請間の支払に実質的  

な影響を与えかねないことから、発注者は、上記の趣旨を踏まえ、 な影響を与えかねないことから、発注者は、上記の趣旨を踏まえ、  

受注者に対する請負代金の支払は、できる限り現金によるものと 受注者に対する請負代金の支払は、できる限り現金によるものと  

し、手形で支払う場合にも、同条の趣旨を踏まえ、長期手形を交 し、手形で支払う場合にも、同条の趣旨を踏まえ、長期手形を交  

付することがないよう努める必要がある。 付することがないよう努める必要がある。  

   

 　また、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の趣

 旨に鑑み、下請代金の支払に係る考え方を改めて整理した、「下請

 代金の支払手段について」（令和３年３月３１日２０２１０３２２

 中庁第２号・公取企第２５条）において、次のとおり下請取引の

 適正化に努めるよう要請されているため、「建設業法令遵守ガイド

 ライン」において、元請負人はこの点についても留意しなければ

 ならないとされていることについても併せて留意する必要がある。 

  

 <参考> 

 　〇下請代金の支払手段について（令和３年３月３１日２０２１

 　　０３２２中庁第２号・公取企第２５条） 

 （略） 

 　　　　　　　　　　　　　　記 

  

 　親事業者による下請代金の支払については、以下によるものと

 する。 

  

 １ 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。 

 ２ 手形等により下請代金を支払う場合には、当該手形等の現金化

 　にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とする

 　ことのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下

 　請事業者で十分協議して決定すること。当該協議を行う際、親

 　事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化にかかる割引料

 　等のコストについて具体的に検討できるように、親事業者は、

 　支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期

 　日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の

 　現金化にかかる割引料等のコストを示すこと。※ 

 ３ 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、６０日以内
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 　とすること。 

 ４ 前記１から３までの要請内容については、新型コロナウイルス

 　感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、おおむね３年以内

 　を目途として、可能な限り速やかに実施すること。 

 　※ 割引料等のコストについては、実際に下請事業者が近時に割

 　　引をした場合の割引料等の実績等を聞くなどにより把握する

 　　方法が考えられる。 

  

　また、 　併せて、 

　①振興基準において、合意の有無にかかわらず、銀行口座への 　① 振興基準において、約束手形をできる限り利用しないよう努

　　振込手数料を中小受託事業者に負担させ、代金から差し引い 　　めること及びサプライチェーン全体で約束手形の利用の廃止

　　てはならないとされていること 　　等に向けた取組を進めることとされていること 

　② 「サプライチェーン全体での支払の適正化について」（令和 　② 「手形等のサイトの短縮への対応について」（令和６年４月

　　７年１０月２８日２０２５１０２４中庁第１号・公取企第４ 　　３０日２０２４０４２３中庁第４号・公取企第１５３号）に

　　０５号）において、 　　おいて、 

　　ⅰ）令和８年１月１日から中小受託取引適正化法（以下、「取 ⅰ）６０日を超えるサイトの約束手形、一括決済方式及び電　　

　　　　適法」という。）が施行され、製造委託等代金の支払に手 　　子記録債権を、「割引困難な手形」等に該当するおそれが　　

　　　　形を交付することが禁止されること、電子記録債権等の 　　あるとする運用を令和６年１１月１日から始めること 

　　　　支払手段についても支払期日までに代金の満額に相当す 　　 

　　　　る金銭を受領できない場合はその使用が禁止されること 　　 

　　ⅱ）取適法対象外の取引もサイトを６０日以内に短縮する、 　　ⅱ）下請法対象以外の取引も６０日以内に短縮する、代金支

　　　　代金支払いをできる限り現金とするなど、サプライチェ 　　　　払いをできる限り現金とするなど、サプライチェーン全

　　　　ーン全体で適正化に努めること 　　　　体で適正化に努めること 

　　ⅲ）とりわけ建設工事など発注から納品までの期間が長期に 　　ⅲ）とりわけ建設工事など発注から納品までの期間が長期に

　　　　わたる取引は、発注者は支払の適正化や前払･期中払比率 　　　　わたる取引は、発注者は支払手段の適正化や前払･期中払

　　　　を高める等支払条件の改善に努めること 　　　　比率を高める等支払条件の改善に努めること 

 　③ 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画フォロー

 　　アップ（令和４年６月７日閣議決定）」において、 

 　　ⅰ）令和８年の約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進す

 　　　　る旨閣議決定されていること 

 　　ⅱ）金融業界に対し、令和８年に手形交換所における約束手

 　　　　形の取扱いを廃止することの可否について検討するよう

 　　　　要請されていること 

等を踏まえ、建設業界においても、発注者も含めて関係者全体で、 等を踏まえ、建設業界においても、発注者も含めて関係者全体で、
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約束手形の利用の廃止等に向けて、前金払等の充実、振込払い等 約束手形の利用の廃止等に向けて、前金払等の充実、振込払い及

への移行、支払サイトの短縮等の取組を進めていくよう努めるこ び電子記録債権への移行、支払サイトの短縮等の取組を進めてい

とが重要であることについても留意しなければならない。 くよう努めることが重要であることについても留意しなければな

らない。　

（４）コミットメント条項の留意事項　 （新設）

　発注者と受注者の間で、適正な水準の労務費・賃金支払の状況   
等を確認できる仕組みとして、受注者に対する適正な労務費の支  

払、技能者に対する適正な賃金の支払を確保するためにコミット  

メント条項を契約書に規定した場合、契約当事者はその規定に則  

って誠実な履行が求められる。  

　元請事業者の発注者に対する契約上の義務は、①雇用する技能  

者に適正な賃金を支払うこと（●●約款第●条第３項第１号等）、  

②直接の下請契約の相手方に適正な労務費を支払うこと（●●約  

款第●条第３項第２号等）、③コミットメント条項を含む元下契約  

を締結すること（●●約款第●条第３項第３号等）、④①～③を実  

施したことに関する書面を提出すること（●●約款第●条第４項

及び第５項等）である。 

　したがって、コミットメント条項は、元請負人に対して、直接

の契約関係のない二次下請事業者に関して、適正な労務費の確認、

是正依頼や指導を求める趣旨のものではないこと、また、二次下

請事業者のコミットメント違反について、元請負人の責任が問わ

れるものではないことに留意すること。 

　コミットメント条項に反し、例えば受注者が技能者に対する適

正な水準の賃金支払を履行してないことは、契約に反する行為で

あることはもちろんのこと、それにより受注者が発注者の利益を

不当に害した場合には、その情状によっては、第２８条第１項第

２号の請負契約に関する不誠実な行為に該当するおそれがある。

１０－１～１０－３　（略） １０－１～１０－３　（略）

１０－４　受託中小企業振興法・振興基準との関係について １０－４　下請中小企業振興法・振興基準との関係について 
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　振興法は、受託中小企業を育成・振興する支援法としての性格 　下請中小企業振興法（昭和４５年法律第１４５号。経済産業省、

を有する法律であり、建設工事の請負が適用されない取適法より 業所管省庁共管。以下「下請振興法」という。）は、下請中小企業

も、対象となる取引の範囲が広くなっている。 を育成・振興する支援法としての性格を有する法律であり、広く

　また、振興法第３条第１項に基づく振興基準は、受託中小企業 下請振興を図る観点から、建設工事の請負が適用されない下請法

の振興を図るため、中小受託事業者及び委託事業者のよるべき一 よりも、対象となる取引の範囲が広く、全ての取引が対象となっ

般的な基準で、委託事業者と中小受託事業者の望ましい、あるべ ている。 

き取引の姿を示し、また、主務大臣（事業を所管する大臣）が必 　また、下請振興法第３条第１項に基づく振興基準は、下請中小

要に応じて中小受託事業者及び委託事業者に対して指導、助言及 企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般

び勧奨を行う際に用いられている。 的な基準で、親事業者と下請事業者の望ましい、あるべき取引の

　振興法では、「委託事業者」を、資本金や従業員の数等が自己よ 姿を示し、また、主務大臣（事業を所管する大臣）が必要に応じ

り小さい中小企業者に対し、製造委託等をすることを業として行 て下請事業者及び親事業者に対して指導、助言を行う際に用いら

うものと定義し、委託事業者の取引の相手方を指す「中小受託事 れている。 

業者」を、資本金や授業員の数等が自己より大きいものから委託 　下請振興法では、「親事業者」を、資本金等が自己より小さい中

を受けて、製造委託等をすることを業として行う中小企業者と定 小企業者に対し、製造委託等をすることを業として行うものと定

義している。 義し、親事業者の取引の相手方を指す「下請事業者」を、資本金

　建設工事における委託事業者は、建設工事の請負契約の発注者、 等が自己より大きいものから委託を受けて、製造委託等をするこ

元請負人が該当し、中小受託事業者とは、建設工事の請負契約の とを業として行う中小企業者と定義している。 

 元請負人、下請負人が該当し、さらに、建設業者が請け負った建

設工事に使用する建設資材の製造を委託する場合や設計図等の作 　建設工事における親事業者は、建設工事の請負契約の発注者、

成を委託する場合なども該当する。 元請負人が該当し、下請事業者とは、建設工事の請負契約の元請

　したがって、建設工事の請負契約の発注者・受注者間、元請・ 負人、下請負人が該当し、さらに、建設業者が請け負った建設工

下請間だけでなく、建設工事に関係する、資材業者、建設機械又 事に使用する建設資材の製造を委託する場合や設計図等の作成を

 は仮設機材の賃貸業者、警備業者、運送事業者及び建設関連業者 委託する場合なども該当する。

等との取引においても、特に振興基準に示す下記事項について配 　したがって、建設工事の請負契約の発注者・受注者間、元請・

慮を徹底し、委託事業者と中小受託事業者の相互理解と信頼によ 下請間だけでなく、建設工事に関係する、資材業者、建設機械又

って、双方が適正な利益を得て、サプライチェーンの深い層の受 は仮設機材の賃貸業者、警備業者、運送事業者及び建設関連業者

託中小企業を含むサプライチェーン全体で付加価値向上を目指す 等との取引においても、特に振興基準に示す下記事項について配

ことができるような、共存共栄・互恵的な取引関係の構築を促す 慮を徹底し、下請中小企業を含むサプライチェーン全体で付加価

必要がある。 値向上を目指すことができるような、親事業者と下請事業者の相

　なお、物価高の局面にあっても、中小企業の実質賃金の引き上 互理解と信頼によって支えられる互恵的な取引関係を構築してい

げを実現するためには、賃上げの原資を確保する価格転嫁が極め く必要がある。 

 て重要であり、とりわけ価格転嫁率が低い労務費の上昇分を適切

に転嫁できる環境を作ることが重要である。この観点から、労務 　なお、物価高の局面にあっても、中小企業の実質賃金の引き上

費転嫁指針が取りまとめられ、「事業者が採るべき行動／求められ げを実現するためには、賃上げの原資を確保する価格転嫁が極め
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る行動」が示されているところであるが、これを踏まえ、振興基 て重要であり、とりわけ価格転嫁率が低い労務費の上昇分を適切

準においては「『事業者が採るべき行動／求められる行動』を適切 に転嫁できる環境を作ることが重要である。この観点から、「労務

にとった上で、取引対価を決定する」ことなどが求められている 費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（令和５年 11 月

ことに留意しなければならない。 29 日内閣官房、公正取引委員会）が取りまとめられ、「事業者が

 採るべき行動／求められる行動」が示されているところであるが、

　○　対価の決定の方法の改善 これを踏まえ、振興基準においては「『事業者が採るべき行動／求

 　○　代金の支払方法の改善 められる行動』を適切にとった上で、取引対価を決定する」こと

  　○　働き方改革の促進を阻害する取引慣行の改善 などが求められていることに留意しなければならない。

  　○　業種別ガイドライン及び自主行動計画 　○　対価の決定の方法の改善

　○　パートナーシップ構築宣言 　○　下請代金の支払方法の改善 

  　○　働き方改革の促進を阻害する取引慣行の改善

詳しくは、●●～●●ページ参照 　○　業種別ガイドライン及び自主行動計画 

　 　○　パートナーシップ構築宣言 

 

詳しくは、７７～８４ページ参照 


